
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
二
十
号
　
抜
刷

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
発
行

　
　
　

　
　
　　

　『
本
朝
高
僧
伝
』
に
お
け
る
気
象
関
係
資
料
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
―
旱
魃
・
彗
星
・
日
蝕
・
月
蝕
を
中
心
と
し
て
―

　
納
冨
　
常
天
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　『
本
朝
高
僧
伝
』
に
お
け
る
気
象
関
係
資
料
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
― 

旱
魃
・
彗
星
・
日
蝕
・
月
蝕
を
中
心
と
し
て 

―

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
顧
問
　
　
納
冨
　
常
天

　
　
は
じ
め
に

　
相
模
国
出
身
の
卍
元
師
蛮
（
一
六
二
六
―
一
七
一
○
）
は
、
三
十
余
年
の
歳
月
を
か
け
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）、
禅
僧
一
〇
二
三

人
の
伝
記
を
収
録
し
、
禅
宗
史
研
究
の
上
で
極
め
て
貴
重
な
『
延
宝
伝
灯
錄
』
を
著
し
て
る
が
、
そ
の
二
十
四
年
後
の
元
禄
十
五
年

（
一
七
〇
二
）
に
は
、
門
下
の
象
先
師
点
と
俊
明
師
先
の
助
力
を
得
て
『
本
朝
高
僧
伝
』
を
著
し
て
い
る
。
こ
れ
は
七
十
五
巻
か
ら
な

り
、
そ
の
序
に
も
あ
る
よ
う
に
禅
録
教
策
は
じ
め
、
王
庫
公
府
の
史
集
・
釈
書
・
神
書
か
ら
雑
記
卑
説
に
至
る
ま
で
収
録
し
、
中
国
撰
述

四
十
二
点
、
本
朝
撰
述
五
五
六
点
を
援
用
し
て
い
る
。
ま
た
中
国
の
梁
・
慧
皎
（
四
九
七
―
五
五
四
）
撰
『
高
僧
伝
』（
梁
高
僧
伝
）
や
、

唐
・
道
宣
（
五
九
六
―
六
六
七
）
撰
『
続
高
僧
伝
』（
唐
高
僧
伝
）、
さ
ら
に
は
宋
・
輦
寧
（
九
一
九
―
一
〇
〇
一
）
撰
『
宋
高
僧
伝
』
の

三
高
僧
伝
を
模
し
、
法
本
（
一
―
三
）、
浄
慧
（
一
―
十
五
）、
浄
禅
（
一
―
二
十
七
）、
感
進
（
一
―
十
一
）、
浄
律
（
一
―
七
）、
檀
興

（
一
―
二
）、
浄
忍
、
遠
遊
、
読
誦
、
願
雑
（
一
―
七
）
の
十
科
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
東
大
寺
尊
勝
院
宗
性
（
一
二
〇
二
―

一
二
七
八
）
の
『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
三
巻
、
済
北
庵
虎
関
師
錬
（
一
二
七
八
―
一
三
四
六
）
の
『
元
亨
釈
書
』
三
十
巻
、
東
大
寺
戒

壇
院
凝
然
（
一
二
四
〇
―
一
三
二
一
）
の
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
三
巻
を
参
照
し
、
本
伝
一
六
六
二
人
、
付
伝
二
〇
六
人
の
伝
記
を
収

録
し
て
い
る
。
ま
た
伝
記
中
に
記
さ
れ
て
い
る
人
名
は
三
七
五
〇
人
以
上
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
本
朝
僧
伝
の
白
眉
で
あ
り
、
基
本
的
文
献

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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し
か
し
著
者
の
卍
元
師
蛮
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
が
、
肉
食
妻
帯
・
造
悪
無
礙
・
悪
人
正
機
な
ど
衝
撃
的
な
教
義
を
主
張
し
、
非
僧

非
俗
の
宗
義
に
た
つ
浄
土
真
宗
や
、
五
字
題
目
の
専
唱
や
、
是
一
非
諸
の
法
華
至
上
主
義
に
立
ち
、
不
受
不
施
の
問
題
や
、
寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）
自
讃
毀
他
制
止
の
禁
令
ま
で
発
せ
ら
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
と
も
に
邪
宗
門
と
さ
れ
た
日
蓮
宗
が
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
非

常
に
残
念
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
当
時
の
状
況
か
ら
し
て
止
む
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
問
題
も
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
十
年
、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
に
奉
職
し
、
は
じ
め
は
金
沢
文
庫
資
料
の
整
理
・
解
明
と
研

究
を
推
進
す
る
目
的
で
、
昭
和
三
十
三
年
か
ら
人
名
や
寺
院
名
を
中
心
に
、
索
引
の
作
成
を
は
じ
め
た
。
し
か
し
や
が
て
仏
教
関
係
は
勿

論
の
こ
と
、
歴
史
・
文
学
・
絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
建
築
・
地
名
、
さ
ら
に
は
旱
魃
や
彗
星
・
日
蝕
・
月
蝕
・
地
震
な
ど
の
気
象
を
は
じ

め
と
す
る
自
然
現
象
に
つ
い
て
も
、
繁
簡
は
あ
る
が
、
広
汎
に
記
録
し
て
い
る
の
で
、
単
に
仏
教
関
係
の
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ひ
ろ
く

学
際
的
研
究
に
も
必
須
の
文
献
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
確
信
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
索
引
の
作
成
も
、
件
名
を
加
え
て
継
続
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
の
事
情
か
ら
作
業
が
停
滞
し
、
半
世
紀
を
経
た
平

成
二
十
六
年
二
月
に
、
よ
う
や
く
『
本
朝
高
僧
伝
総
索
引
』（
人
名
〈
出
家
者
・
神
仙
部
、
在
家
家
〉、
寺
社
名
、
件
名
）
を
法
蔵
館
か
ら

出
版
す
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
の
長
期
に
わ
た
る
作
成
過
程
に
お
い
て
多
く
の
課
題
を
見
出
し
た
。こ
こ
で
は
旱
魃
を
は
じ
め
と
す
る
、雨
、

彗
星
、
日
蝕
・
月
蝕
、
雷
な
ど
の
気
象
現
象
の
な
か
か
ら
、
宗
教
行
事
の
祈
禱
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
旱
魃
や
、
彗
星
（
客
星
・
妖
星
）、

日
蝕
・
月
蝕
の
関
係
資
料
を
索
引
に
よ
り
抽
出
し
、
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
災
害
に
如
何
様
に
対
処
し
た
か
、

そ
の
実
状
と
問
題
点
を
考
察
し
て
み
た
い
。
文
末
に
括
弧
し
て『
本
朝
高
僧
伝
』の
典
拠
を
示
し
た
。
な
お
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編『
史

料
綜
覧
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
数
あ
る
と
と
も
に
、
記
録
が
あ
る
も
の
も
相
互
補
完
が
で
き
る
の
で
、
各
資
料
の
末
尾
に

亀
甲
括
弧
〔
　
〕
を
付
し
、
関
係
事
項
を
略
記
し
た
。



『本朝高僧伝』における気象関係資料について  ―旱魃・彗星・日蝕・月蝕を中心として―

― 61 ―

　
　
一
　
旱
魃

　
　
　（
一
）
旱
魃
関
係
資
料
と
そ
の
一
覧

（
1
）
推
古
三
十
三
年（
六
二
五
）是
歳
夏
旱
。詔
レ（

）灌
祈
レ
雨
。灌
著
二
青
衣
一
演
二―
講
三
論
一
大
雨
即
下
。天
皇
大
悦
。擢
任
二
僧
正
一（
六
四

上
）

（
2
）
白
宝
（
白
雉
）
十
二
年
（
六
六
三
）
秋
八
月
旱
。
詔
レ
（
道
）
寧
（
百
済
来
朝
僧
）
法
雩
。
修
中
大
雨
。（
八
九
四
下
）

（
3
）
持
統
二
年
（
六
八
八
）
秋
七
月
旱
。
詔
レ
（
道
）
蔵
禱
レ
雨
。
不
レ
崇
レ
朝
而
天
下
普
潤
。
帝
貴
二
法
驗
之
速
一
。（
六
四
下
）

（
4
）
養
老
年
中
（
七
一
七
―
二
四
）。
旱
澇
疾
疫
。
連
歳
頻
起
。（
九
一
〇
下
）

（
5
）
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
夏
。
州
（
下
野
）
界
大
旱
。
刺
史
伊
公
。
啓
レ
（
神
宮
寺
勝
）
道
祈
レ
雨
。
上
二
補
陀
山
一
臨
レ
湖
修
法
。
須

臾
神
竜
興
レ
雲
。
甘
雨
大
澍
。
百
穀
豊
登
（
八
一
七
上
）

（
6
）
天
長
元
年
（
八
二
四
）
春
三
月
。
畿
内
久
旱
。
勅
レ
（
空
）
海
修
レ
法
。（
西
寺
守
）
敏
奏
曰
。
臣
僧
世
齢
法
臘
倶
邁
二
於
（
空
）
海
一
。

義
当
レ
奉
レ
勅
。
乃
命
レ
敏
。
敏
以
二
七
日
一
為
レ
期
。
至
二
於
散
日
一
。
陰
雲
厚
覆
。
都
下
俄
暗
。
須
臾
電
鳴
。
暴
雨
大
降
。
勅
見
二
其

所
一レ
澍
東
西
京
而
已
。
復
命
（
空
）
海
。
海
亦
期
二
七
日
一
。
敏
乃
呪
二
諸
竜
一
内
二
一
瓶
一
。
繇
レ
是
期
至
不
レ
雨
。
海
入
二
三
摩
地
一
。

観
二
敏
成
一レ
障
奏
レ
朝
重
祈
二
而
雨
一
。（
六
四
〇
下
）
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（
7
）
天
長
元
年
（
八
二
四
）
春
三
月
旱
。
重
奉
二
帝
勅
一
祈
二
雨
於
神
泉
苑
一
。
愆
レ
期
不
レ
雨
。（
空
）
海
入
二
三
摩
地
一
見
レ
之
。
守
敏
法

師
呪
二
諸
竜
一
接
二―
入
一
瓶
一
。
奏
延
二
二
日
一
（
中
略
）
以
二
幣
物
一
供
二
神
竜
一
。
既
而
膏
雨
大
澍
。
池
水
至
レ
壇
。
霖
沛
三
日
。
天
下

皆
洽
（
八
二
上
）

（
8
）承
和
元
年（
八
三
四
）六
月
旱
。（
東
寺
覚
成
）奉
レ
詔
於
二
神
泉
苑
一
。
読
経
祈
雨
。
至
二
第
七
日
一
有
レ
竜
現
レ
池
。
得
二
法
雨
一
。（
七
一
六

上
）

（
9
）斉
衡
三
年（
八
五
六
）春
。
天
下
大
旱
。
勅（
法
淋
寺
常
暁
）於
二
神
泉
苑
一
修
二
大
元
帥
法
一
。
白
竜
現
二
幡
上
一
。
大
雨
普
灑
。（
一
二
一
下
）

（
10
）
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
夏
。
五
畿
内
大
旱
。
詔
レ
（
延
暦
寺
安
）
慧
祈
二
雨
於
神
泉
苑
一
。
其
夜
神
竜
現
レ
壇
。
踰
レ
日
大
雨
。（
中
略
）

授
二
僧
正
位
一
。
慧
辞
不
レ
受
。
仍
賜
二
年
分
度
者
十
二
人
。
御
衣
并
砂
金
千
両
。（
一
二
二
上
）

（
11
）貞
観
十
七
年（
八
七
五
）夏
。
天
下
旱
魃
。（
貞
観
寺
真
）雅
於
二
大
極
殿
一
修
壇
精
祈
。
不
レ
日
雨
。（
清
和
）帝
眷
益
倍
。（
一
三
〇
上
）

（
12
）
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
六
月
炎
旱
。
奉
レ
勅
（
醍
醐
寺
聖
宝
）
修
二
孔
雀
経
法
一
。
甘
雨
降
灑
。
賞
任
二
僧
正
一
。（
一
四
三
上
）〔
十
三

日
、
祈
雨
奉
幣
、
十
七
日
、
祈
雨
山
陵
使
を
発
し
、
又
十
社
十
五
大
寺
等
に
読
経
せ
し
む
〕

（
13
）
延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）
夏
旱
。
依
レ
勅
（
醍
醐
寺
観
賢
）
於
二
神
泉
苑
一
修
二
孔
雀
経
法
一
。
第
三
日
夜
甘
雨
大
降
。（
醍
醐
）
帝
悦
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称
賞
二
十
伴
僧
賜
二
各
度
者
一
人
一
。（
一
四
六
下
）〔
五
月
十
五
日
、
祈
雨
奉
幣
〕

（
14
）延
長
二
年（
九
二
四
）六
月
旱
。
有
レ
詔（
東
大
寺
観
宿
）七
月
朔
。
於
二
神
泉
苑
一
修
二
請
雨
経
法
一
。
至
二
第
三
日
一
雷
鳴
雨
濺
。
勅
曰
。

可
二
重
修
使
レ
実
二
五
穀
一
。
越
延
二
七
日
一
修
中
大
雨
。
賞
賜
甚
多
。（
六
四
九
下
）

（
15
）
延
長
三
年
（
九
二
五
）
夏
旱
。
宜
三
於
二
延
暦
寺
一
。
修
二
祈
雨
法
一
。（
尊
）
意
率
二
六
僧
一
。
修
二
仏
頂
尊
勝
法
一
。
四
日
雨
降
。
挙
レ

朝
嘉
歎
。
従
レ
此
尊
勝
法
。
嚮
二
於
朝
廷
一
。（
六
五
二
上
）〔
是
夏
、
旱
魃
〕

（
16
）天
慶
二
年（
九
三
九
）夏
旱
。（
延
暦
寺
尊
意
）修
二
尊
勝
法
於
延
命
院
一
。
至
二
第
七
日
一
。
昼
夜
大
雨
。
賜
二
度
者
二
十
二
名
一
。（
六
五
二

下
）〔
六
月
二
日
、
祈
雨
奉
幣
、
十
二
日
、
祈
雨
奉
幣
、
二
十
日
、
祈
雨
御
読
経
〕

（
17
）
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
四
月
畿
内
久
旱
。
奉
レ
勅
（
延
暦
寺
義
海
）
修
二
孔
雀
経
法
於
神
泉
苑
一
。
修
中
得
二
膏
雨
一
。
至
二
結
願
日
一

勅
任
二
法
務
一
。（
六
五
六
上
）〔
十
七
日
、
天
台
座
主
義
海
を
し
て
、
孔
雀
経
法
を
修
せ
し
む
〕

（
18
）
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
夏
旱
。
詔
レ
（
香
隆
寺
寛
）
空
修
二
孔
雀
経
法
於
仁
寿
殿
一
。
散
日
大
雨
。
賞
授
二
權
僧
正
一
。（
六
六
一
上
）〔
五

月
五
日
、甘
雨
を
祈
り
、疾
疫
を
禳
わ
し
む
。九
日
、七
大
寺
の
僧
を
し
て
東
大
寺
に
於
て
読
経
し
て
雨
を
祈
ら
し
む
。十
三
日
、炎
旱
に
依
り
て
御
卜
を
行
う
。

是
日
、
大
僧
都
寛
空
を
し
て
、
仁
寿
伝
に
孔
雀
経
法
を
修
せ
し
む
。
十
四
日
、
重
ね
て
炎
旱
を
卜
す
。
甘
雨
降
る
。〕

（
19
）
応
和
二
年
（
九
六
二
）
夏
旱
。
朝
議
勅
レ
（
金
竜
寺
千
）
観
祈
レ
雨
。
旹
観
在
二
摂
之
箕
面
山
一
。（
中
略
）
庵
前
後
三
里
有
二
飛
瀑
一
。
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上
有
二
大
柳
樹
一
。
観
到
二
瀑
所
一
。
手
擎
二
香
炉
一
樹
上
持
誦
。
須
臾
炉
烟
上
騰
。
散
二―
満
山
谷
一
。
黒
雲
俄
覆
。
大
雨
遍
澍
。（
一
五
七
下
）

（
20
）
応
和
三
年
（
九
六
三
）
七
月
畿
内
大
旱
。
勅
レ
（
東
大
寺
光
）
智
祈
レ
雨
。
不
レ
日
而
験
。（
一
五
六
上
）〔
八
日
、
祈
雨
奉
幣
。
九
日
、

御
修
法
御
読
経
を
行
い
、
炎
旱
を
禳
わ
し
む
。
廿
八
日
旱
魃
に
よ
り
て
仁
王
会
を
修
せ
し
む
〕

（
21
）
康
保
初
（
九
六
四
）
旱
。
勅
（
香
隆
寺
寛
空
）
修
二
于
神
泉
苑
一
。
愆
レ
期
不
レ
雨
。
朝
野
潜
笑
。（
中
略
）
立
二
於
宮
庭
一
。
密
観
誦
呪
。

（
中
略
）
雲
起
二
膚
寸
一
雷
雨
大
雨
。（
中
略
）
賞
転
二
僧
正
一
。（
六
六
一
下
）

（
22
）安
和
二
年（
九
六
九
）以
前
。
会
天
下
旱
。（
東
大
寺
法
）蔵
謂
二
異
人
一
曰
。
願
汝
降
レ
雨
。
曰
為
レ
蒙
二
法
味
一
欽
受
レ
命
。
然
有
二
罪
業
一
。

師
垂
二
救
護
一
。
其
証
雨
時
而
見
焉
言
語
訖
昇
レ
天
。
須
臾
大
雨
雑
レ
血
而
下
。
蔵
因
修
二
冥
福
一
。（
一
五
四
上
）

（
23
）天
禄
三
年（
九
七
二
）夏
旱
。
奉
レ
勅（
石
山
寺
元
杲
）修
二
法
於
神
泉
苑
一
。
愆
レ
期
無
レ
応
。
杲
作
二
芧
竜
一
。
投
レ
池
加
持
。
其
竜
漸
揺
。

須
臾
昇
レ
天
。
迅
雷
響
レ
天
。
暴
雨
溢
レ
地
。（
一
六
一
下
）〔
六
月
二
十
日
、
阿
闍
梨
元
杲
を
し
て
、
神
泉
苑
に
於
て
、
請
雨
経
法
を
修
せ
し
む
。

廿
八
日
、
請
雨
経
法
結
願
。
神
泉
苑
南
門
倒
る
。〕

（
24
）
天
元
五
年
（
九
八
二
）
夏
旱
。
詔
レ
（
石
山
寺
元
）
杲
修
二―
法
神
泉
苑
一
。
第
五
日
雨
。
任
二
權
少
僧
都
一
。（
一
六
一
下
）〔
七
月
十
八
日
、

權
律
師
元
杲
を
し
て
、
神
泉
苑
に
於
て
請
雨
経
法
を
修
せ
し
む
。
廿
五
日
、
神
泉
苑
御
修
法
二
箇
日
延
引
す
〕

（
25
）
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
季
夏
。（
石
山
寺
元
杲
）
又
修
二
請
雨
経
法
一
甘
雨
応
レ
期
。（
花
山
）
帝
心
有
レ
悦
。
伴
僧
各
各
賜
二
僕
一
人
一
。
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任
レ
杲
以
二
僧
正
一
。
杲
辞
不
レ
受
。（
一
六
一
下
）〔
六
月
廿
八
日
、權
大
僧
都
元
杲
を
し
て
、請
雨
経
法
を
修
せ
し
む
。
七
月
六
日
、大
極
殿
に
於
て
、

祈
雨
御
読
経
を
行
う
。
七
日
、
神
泉
苑
御
修
法
結
願
。
十
日
、
炎
旱
に
依
り
て
獄
囚
を
免
ず
〕

（
26
）永
延
元
年（
九
八
七
）五
月
久
旱
。
奉
レ
勅
集
二
六
大
寺
僧
於
大
仏
殿
一
。
諷
誦
祈
レ
雨
。
翌
日
暮
時
。
雲
雨
暴
降
。
雷
霆
落
二
大
仏
殿
一
。

（
六
六
九
上
）〔
廿
一
日
、
祈
雨
奉
幣
。
廿
四
日
、
大
極
殿
に
於
て
請
雨
経
法
を
修
す
。
廿
八
日
、
六
大
寺
の
僧
を
し
て
東
大
寺
に
於
て
、
雨
を
祈
ら
し
む
。

廿
九
日
、
炎
旱
に
依
り
て
、
服
御
常
膳
を
減
じ
、
大
赦
を
行
う
。
六
月
一
日
炎
旱
に
依
り
て
神
泉
苑
に
水
を
漑
が
し
む
〕

（
27
）
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
夏
天
下
大
旱
。（
禅
林
寺
深
）
寛
為
二
国
家
一
。
修
二
請
雨
経
法
於
神
泉
苑
一
。（
中
略
）
非
レ
可
レ
憂
二
炎
旱
一
。

只
為
二
万
民
一
欲
レ
禱
二
法
雨
一
。（
中
略
）
自
レ
暁
至
レ
午
誠
心
誦
二
孔
雀
経
一
。
時
雲
雷
鳴
覆
暴
雨
如
レ
沃
。（
六
七
六
下
）〔
六
月
廿
九
日
、

祈
雨
奉
幣
使
発
遣
日
時
を
定
む
。
七
月
五
日
、
丹
生
、
貴
布
弥
両
社
に
祈
雨
奉
幣
使
を
発
遣
す
。〕

（
28
）寛
仁
二
年（
一
〇
一
八
）六
月
。
畿
甸
炎
旱
。
詔（
醍
醐
寺
仁
海
）於
二
神
泉
苑
一
。
修
二
請
雨
経
法
一
。
登
日
晡
時
廿
雨
大
降
。（
中
略
）

長
久
六
年
（
一
〇
四
五
）
聴
二
輦
車
一
。
賜
二
封
七
十
戸
一
。
皆
法
両
之
賞
也
。（
六
七
七
下
）〔
六
月
三
日
、
炎
旱
に
依
り
て
御
卜
を
行
う
。

是
日
、
百
口
僧
を
し
て
大
極
殿
に
仁
王
経
を
転
読
し
て
雨
を
祈
ら
し
む
。
四
日
、
雷
鳴
あ
り
、
炎
旱
に
依
り
て
、
阿
闍
梨
仁
海
を
し
て
請
雨
経
法
を
神
泉

苑
に
修
せ
し
め
、
安
倍
吉
乎
を
し
て
、
五
竜
祭
を
同
所
に
行
わ
し
む
。
是
日
、
旱
炎
の
為
に
軽
犯
者
を
赦
す
。
六
日
、
雷
電
降
雨
あ
り
。
大
極
殿
仁
王
経

御
読
経
延
引
。
八
日
、
降
雨
あ
り
、
大
極
殿
仁
王
経
御
読
経
結
願
、
僧
等
に
度
者
を
給
い
、
僧
綱
の
請
に
依
り
て
再
び
大
極
殿
に
仁
王
経
御
読
経
を
行
わ

し
む
。
十
三
日
、
降
雨
、
神
泉
苑
御
修
法
結
願
〕

（
29
）治
安
三
年（
一
〇
二
三
）以
前
。（
三
井
寺
行
円
）嘗
与
二
小
野
仁
海
僧
正
一
。
奉
レ
詔
祈
レ
雨
。
海
公
修
二
請
雨
経
法
一
。
円
修
二
水
天
供
一
。
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至
二
第
三
日
一
。
甘
雨
大
澍
一
。（
六
八
〇
下
）

（
30
）
万
寿
（
一
〇
二
四
―
二
七
）・
長
元
（
一
〇
二
八
―
三
六
）
間
。
奉
レ
勅
（
醍
醐
寺
仁
海
）
祈
レ
雨
。
亡
慮
九
度
。
皆
立
奏
レ
応
。
其

修
法
際
。
或
紫
雲
池
中
出
。
或
赤
蛇
壇
下
蟠
。（
六
七
七
下
）

（
31
）
治
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
七
月
畿
甸
旱
。
勅
レ

（
仁
和
寺
長
）
信
祈
雩
。
率
二
二
十
僧
一
。
於
二
神
泉
苑
一
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。
至
レ

期
不
レ
雨
。
奏
延
二
三
日
一
。
於
レ
是
文
武
百
官
。
持
レ
花
齎
レ
香
。
陪
二
於
泉
苑
一
。
応
レ
時
大
雨
。
霑
レ
衣
而
帰
。（
六
八
八
上
）〔
七
月

十
九
日
、
孔
雀
経
法
を
神
泉
苑
に
修
し
て
雨
を
祈
る
。〕

（
32
）
治
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
六
月
旱
。
勅
（
東
寺
済
延
）
於
二
東
寺
一
修
二
孔
雀
経
法
一
。
即
日
大
雨
。
任
二
東
寺
二
長
者
一
。（
六
八
六
下
）

〔
六
月
廿
五
日
、
權
大
僧
都
済
延
を
東
寺
長
者
に
補
す
。
是
日
、
済
延
を
し
て
、
孔
雀
経
法
を
東
寺
に
修
し
、
雨
を
祈
ら
し
む
。〕

（
33
）
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
七
月
旱
。
有
レ
旨
（
東
寺
深
寛
）
於
二
東
寺
一
修
二
孔
雀
経
法
一
。
約
以
二
七
日
一
当
レ
期
令
下
弟
子
光
禅
持
二

神
供
一
届
中
神
泉
苑
上
。
膺
レ
踰
二
小
池
一
禅
闍
梨
蹶
倒
二
水
中
一
。
寺
僧
僉
曰
。
是
吉
徴
也
。
先
例
儘
多
。
是
夕
大
雨
。
普
及
二
郊
坰
一
。

（
六
八
一
上
）〔
是
月
、
權
大
僧
都
深
寛
を
し
て
、
孔
雀
経
法
を
東
寺
に
修
し
、
雨
を
祈
ら
し
む
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
34
）
康
平
八
年
（
一
〇
六
五
）
六
月
旱
魃
作
虐
。（
東
寺
成

）
率
二
二
十
僧
一
。
於
二
神
泉
苑
一
。
修
二
請
雨
経
法
一
。
修
中
両
度
甘
雨
大
澍
。

竜
顔
有
レ
悦
。
賞
賜
多
品
。（
一
八
〇
下
）〔
六
月
十
五
日
、
日
蝕
、
大
法
師
、
成

を
し
て
、
請
雨
経
法
を
神
泉
苑
に
修
せ
し
む
〕
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（
35
）
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
夏
秋
之
交
。
畿
甸
大
旱
。
勅
二
範
俊
（
東
寺
）
一
。
於
二
神
泉
苑
一
修
二
請
雨
経
法
一
。（
醍
醐
寺
義
）
範
師

伝
法
臘
共
長
二
於
俊
一
。
因
懐
二
憤
怨
一
。
入
二
醍
醐
山
一
。
修
二
宝
楼
閣
法
一
。
礙
二
俊
之
修
一
。
既
而
苑
上
。
黒
雲
靉
靆
。
王
城
之
人
。

霓
望
必
雨
。
醍
醐
山
頂
。
暴
風
俄
来
。
吹
二―
散
苑
雲
一
。
如
レ
是
数
四
。
都
下
童
謡
曰
。
範
俊
雲
又
馳
。
義
範
風
復
吹
。
過
二
二
七
日
一
。

俊
破
レ
壇
去
。（
六
八
九
下
）〔
七
月
十
日
、
炎
旱
に
依
り
、
蔵
人
を
し
て
、
神
泉
苑
の
池
を
浚
渫
せ
し
む
。
十
一
日
、
孔
雀
経
法
を
神
泉
苑
に
修
し
て
、

雨
を
祈
る
。
十
六
日
、
阿
闍
梨
範
俊
を
し
て
、
請
雨
経
法
を
神
泉
苑
に
修
せ
し
む
。
廿
八
日
、
孔
雀
経
法
を
東
寺
に
修
す
。〕

（
36
）
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
自
レ
夏
至
レ
秋
。
旱
魃
為
レ
虐
。
畿
内
殿
屎
。（
東
寺
）
範
俊
先
祈
無
レ
応
。
更
勅
レ
（
仁
和
寺
信
）
覚
祈
。

約
二
二
七
日
一
修
二
孔
雀
経
法
一
。
当
二
第
十
日
一
膏
雨
連
日
。
勅
二
蔵
人
弁
伊
家
一
。
東
寺
壇
所
賞
聴
二
輦
車
一
。（
六
八
八
下
）〔
八
月
七
日
、

京
都
大
雨
。
十
三
日
、
祈
雨
の
功
に
依
り
て
、
僧
正
信
覚
に
輦
車
を
聴
す
〕

（
37
）
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
秋
旱
。
奉
レ
勅
（
醍
醐
寺
義
範
）
修
三
請
雨
経
法
於
二
神
泉
苑
一
。
至
二
第
三
日
一
。
大
雨
降
灑
。（
六
九
〇
上
）

〔
七
月
三
日
、
陰
陽
寮
、
祈
雨
御
読
経
の
時
日
を
勘
申
す
〕

（
38
）
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
夏
五
月
久
旱
。
勅
（
醍
醐
寺
定
賢
）
就
二
東
寺
一
修
二
孔
雀
経
法
一
。
修
中
両
度
。
降
二
大
法
雨
一
。
賞
二
權

大
僧
都
一
。（
六
九
一
下
）〔
五
月
八
日
、
丹
生
、
貴
布
弥
両
社
に
奉
幣
し
て
雨
を
祈
る
。
十
三
日
、
孔
雀
経
御
読
経
を
神
泉
苑
に
修
し
、
又
其
池
を
浚

渫
し
て
雨
を
祈
る
。
廿
一
日
、
神
泉
苑
に
五
竜
祭
を
、
東
大
寺
に
千
僧
御
読
経
を
、
東
寺
に
孔
雀
明
王
御
修
法
等
を
行
い
、
雨
を
祈
ら
し
む
。
廿
八
日
、

東
寺
孔
雀
妙
王
御
修
法
結
願
。〕

（
39
）
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
五
月
畿
邦
久
旱
。
上
命
二
有
司
一
。
掃
二
神
泉
苑
一
。
勅
レ
（
延
暦
寺
増
）
誉
祈
レ
雨
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。
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及
二
第
七
日
一
。
天
陰
雨
灑
。
大
蛇
出
レ
池
。
巡
レ
島
一
帀
。
雲
亦
湧
出
。
雷
雨
如
レ
綆
。
至
二
翌
日
晡
一
。
朝
野
嘆
曰
。
時
及
二
澆
季
一

仏
法
有
レ
驗
。（
六
九
五
上
）

（
40
）
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
初
秋
又
旱
。（
定
賢
）
醍
醐
住
房
修
二
孔
雀
経
法
一
至
二
第
三
日
一
雷
電
響
レ
天
。
甘
沢
流
レ
地
。（
六
九
一
下
）

〔
七
月
九
日
、
東
寺
長
者
定
賢
を
し
て
、
孔
雀
経
を
醍
醐
寺
に
修
し
、
雨
を
祈
ら
し
む
。
廿
三
日
、
醍
醐
寺
孔
雀
経
御
修
法
結
願
〕

（
41
）康
和
三
年（
一
一
〇
一
）七
月
亢
旱
。
勅
レ（
東
寺
経
）範
法
雩
。
伴
二
二
十
僧
一
修
二
孔
雀
経
法
於
東
寺
一
。
僅
至
二
二
日
一
。
雷
雨
大
澍
。

四
日
相
連
。
賞
補
二
法
務
一
。（
六
九
二
上
）〔
七
月
廿
五
日
、
祈
雨
奉
幣
。
廿
九
日
、
權
大
僧
都
経
範
、
孔
雀
経
法
を
東
寺
に
修
す
。〕

（
42
）
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
六
月
亢
旱
。
勅
レ
（
東
寺
覚
）
意
祈
レ
雨
。
七
月
五
日
於
二
東
寺
灌
頂
院
一
。
率
二
伴
僧
二
十
員
一
。
修
二
孔

雀
経
法
一
。
至
二
十
三
日
一
雷
雨
。
十
六
日
又
大
雨
。
弟
子
厳
覚
賞
敍
二
法
眼
一
。（
六
九
三
下
）〔
六
月
廿
五
日
、
蔵
人
を
し
て
、
神
泉
苑
池

を
浚
渫
せ
し
む
。
廿
七
日
祈
雨
奉
幣
。
七
月
三
日
、
孔
雀
経
を
神
泉
苑
に
読
誦
し
て
雨
を
祈
る
。
五
日
、
孔
雀
経
法
を
東
大
寺
に
修
し
て
、
雨
を
祈
り
、

尊
星
王
法
を
麗
景
殿
に
、
延
命
法
を
桂
芳
坊
に
修
す
。〕

（
43
）
天
永
三
年
（
一
一
一
二
）
六
月
久
旱
。
勅
（
醍
醐
寺
勝
覚
）
修
二
請
雨
経
法
於
神
泉
苑
一
。
至
二
第
四
日
一
。
急
雨
降
注
。（
中
略
）

賞
賜
甚
膴
。（
六
九
八
上
）〔
六
月
廿
五
日
、
是
日
、
僧
二
十
口
を
し
て
、
孔
雀
経
を
神
泉
苑
に
転
読
せ
し
め
、
雨
を
祈
ら
し
む
〕

（
44
）
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
夏
旱
。
奉
レ
勅
（
安
祥
寺
厳
覚
）
於
二
神
泉
苑
一
。
修
二
請
雨
経
法
一
。
修
中
霖
雨
普
潤
。（
六
九
六
上
）〔
五

月
、
是
月
雨
降
ら
ず
、
仁
王
経
法
を
内
裏
に
修
す
。
六
月
三
日
、
壬
生
、
貴
布
弥
両
社
に
奉
幣
し
、
神
泉
苑
を
浚
渫
し
て
、
共
に
雨
を
祈
る
。
十
四
日
請
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雨
経
法
を
神
泉
苑
に
修
す
。
廿
二
日
、
僧
百
口
を
し
て
仁
王
経
を
紫
宸
殿
に
読
誦
せ
し
む
〕

（
45
）
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
夏
旱
。（
醍
醐
寺
勝
覚
）
又
雩
二
於
神
泉
一
。
第
四
日
小
蛇
蟠
二
壇
下
一
。
其
日
甘
雨
普
澍
二
率
土
一
。
覚
既

而
憩
二
僕
射
（
源
俊
房
）
亭
一
。
勅
満
二
七
日
一
。
覚
奏
曰
。
既
得
二
悉
地
一
。
重
奉
二
綸
言
一
。
神
呪
法
験
。
不
レ
愆
二
今
日
一
。
独
往
二

神
泉
一
。
精
祈
及
レ
昏
。
黒
雲
俄
起
。
暴
雨
滂
沛
。（
六
九
八
上
）〔
七
月
二
日
、
神
泉
苑
祈
雨
御
読
経
始
。
四
日
、
是
日
、
神
泉
苑
御
読
経
結
願
〕

（
46
）
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
五
月
久
旱
。
奉
レ
勅
（
仁
和
寺
寛
助
）
於
二
神
泉
苑
一
誦
経
。
即
日
大
雨
。（
六
九
七
上
）〔
五
月
廿
八
日
、

御
読
経
を
神
泉
苑
に
行
い
、
雨
を
祈
る
。〕

（
47
）大
治
五
年（
一
一
三
〇
）初
秋
旱
。（
東
寺
信
証
）就
二
東
寺
一
修
二
孔
雀
経
法
一
。
修
中
疾
雨
。
賜
置
二
阿
闍
梨
五
人
於
成
就
院
一
。（
七
〇
二

上
）〔
六
月
廿
六
日
、
二
十
二
社
に
奉
幣
し
て
、
雨
を
祈
る
。
七
月
三
日
、
孔
雀
経
御
読
経
、
及
び
五
竜
神
を
神
泉
苑
に
行
い
、
雨
を
祈
る
。
七
日
、
神

泉
苑
孔
雀
経
御
読
経
結
願
。〕

（
48
）
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
七
月
旱
。（
醍
醐
寺
定
海
）
修
二
孔
雀
経
法
於
醍
醐
（
寺
）一
。
密
雲
雨
施
。
賞
置
二
阿
闍
梨
五
人
於
醍
醐
寺
一
。

（
七
〇
三
上
）〔
七
月
十
一
日
、
千
僧
御
読
経
を
延
暦
寺
に
、
孔
雀
経
御
読
経
を
醍
醐
寺
に
行
い
、
雨
を
祈
ら
し
む
〕

（
49
）
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
秋
七
月
旱
。
詔
レ
（
東
寺
寛
）
遍
祈
レ
雨
。
従
二
自
恣
日
一
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。
至
二
二
十
日
一
畿
内
大
雨
。

賜
二
牛
車
宣
一
。
住
二
權
僧
正
一
。
又
置
二
阿
闍
梨
五
人
於
東
寺
尊
寿
院
一
。（
七
〇
九
上
）
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（
50
）
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
七
月
旱
。（
東
寺
寛
）
遍
於
二
東
寺
一
又
修
二
同
（
孔
雀
経
）
法
一
。
未
二
数
日
一
暴
雨
連
日
。
賞
賜
如
去
秋
（
置

阿
闍
梨
五
人
於
東
寺
尊
寿
院
）（
七
〇
九
上
）〔
七
月
十
六
日
、
東
寺
法
務
寛
遍
、
孔
雀
経
法
を
修
し
て
、
雨
を
祈
る
〕

（
51
）
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
夏
秋
旱
。
奉
レ
勅
（
興
福
寺
慧
信
）
祈
レ
雨
。
修
中
両
度
大
雨
。
賜
二
優
賞
一
焉
。（
七
〇
七
下
）

（
52
）
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
六
月
久
旱
。
民
望
二
雲
漢
一
。（
東
寺
禎
喜
）
率
レ
伴
。
読
二―
経
於
神
泉
苑
一
。
僅
経
二
三
日
一
。
白
竜
浮
見
。

甘
雨
普
潤
。（
七
一
四
下
）〔
六
月
三
十
日
、
東
寺
長
者
禎
喜
を
し
て
、
神
泉
苑
に
祈
雨
御
読
経
を
修
せ
し
む
〕

（
53
）
仁
安
初
（
一
一
六
六
）
六
月
又
旱
。（
東
寺
禎
喜
）
修
二
孔
雀
経
法
於
神
泉
苑
一
。
七
日
不
レ
雨
。
延
レ
期
三
日
。
至
二
結
願
日
一
。
大

雨
施
レ
野
。
賞
任
二
東
寺
一
長
者
一
。（
七
一
四
下
）〔
六
月
二
十
六
日
、東
寺
長
者
禎
喜
を
し
て
、神
泉
苑
に
孔
雀
経
法
を
修
し
て
、雨
を
祈
ら
し
む
。〕

（
54
）
嘉
応
三
年
（
一
一
七
一
）
春
旱
。（
東
寺
禎
喜
）
法
二―
雩
神
泉
一
。
不
レ
日
又
応
。（
七
一
四
下
）

（
55
）
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
六
月
炎
旱
。
奉
レ
勅
（
東
寺
任
覚
）
就
二
神
泉
苑
一
。
率
レ
僧
読
経
修
中
大
雨
。（
七
一
二
上
）〔
六
月
廿
一
日
、

国
忌
、
孔
雀
経
法
を
神
泉
苑
に
修
し
て
、
雨
を
祈
る
。
是
日
、
大
雷
鳴
。〕

（
56
）建
久
二
年（
一
一
九
一
）夏
五
月
旱
。
奉
レ
勅（
東
寺
延
杲
）於
二
神
泉
苑
一
。
修
二
請
雨
経
法
一
。
第
四
日
雨
。
賞
敍
二
法
印
一
。（
七
一
七

上
）〔
五
月
十
日
、
炎
旱
。
醍
醐
寺
に
孔
雀
経
法
を
修
す
〕
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（
57
）
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
七
月
（
東
寺
延
杲
）
神
泉
苑
祈
レ
雨
。
三
日
得
驗
。（
七
一
七
上
）〔
九
日
、
神
泉
苑
祈
雨
御
読
経
〕

（
58
）
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
六
月
（
東
寺
延
杲
）
神
泉
読
経
。
散
日
大
雨
。
即
就
二
壇
場
一
拝
二
權
僧
正
一
。（
七
一
七
上
）〔
𨳝
六
月
十
九

日
祈
雨
。
明
日
又
孔
雀
経
法
を
神
泉
苑
に
転
読
祈
雨
。
雷
雨
大
風
、
東
大
寺
廻
廊
倒
る
〕

（
59
）
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
秋
旱
。
奉
レ
詔
（
東
寺
印
性
）
於
二
神
泉
苑
一
。
読
経
祈
雩
。
至
二
第
五
日
一
。
大
雨
降
潤
。
朝
家
優
賞
。

以
二
弟
子
覚
教
一
。
直
敍
二
法
眼
一
。（
七
一
九
上
）

（
60
）
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
秋
八
月
。（
東
寺
延
杲
）
神
泉
誦
経
。
第
二
日
雨
。
賞
聴
二
牛
車
一
。（
七
一
七
上
）〔
八
月
廿
四
日
止
雨
御
祈
、

尋
で
七
社
及
び
十
社
に
奉
幣
し
、
又
東
大
、
興
福
、
延
暦
の
三
寺
に
仁
王
経
を
転
読
せ
し
め
て
、
霽
を
祈
る
〕

（
61
）
建
久
頃
（
一
一
九
〇
―
九
九
）
一
時
久
旱
。（
高
山
寺
高
）
弁
作
二
二
竜
一
。
修
二
大
仏
頂
法
一
。
加
二―
持
香
水
一
。
登
レ
山
灑
下
。
即

雨
三
日
矣
。（
二
一
七
下
）

（
62
）
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
秋
久
旱
。（
東
寺
印
性
）
又
到
二
神
泉
苑
一
。
修
二
請
雨
経
法
一
。
散
日
急
雨
。（
七
一
九
上
）〔
七
月
二
日
神

泉
苑
に
祈
雨
御
読
経
。
尋
で
又
神
泉
苑
、
東
寺
灌
頂
院
等
に
孔
雀
経
法
行
う
〕

（
63
）
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
七
月
久
旱
。
詔
（
東
寺
延
杲
）
於
二
東
寺
灌
頂
院
一
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。
不
日
雨
降
。
賞
以
二
延
杲
一
任
二

權
律
師
一
。（
七
一
七
上
）〔
七
月
十
三
日
、
神
泉
苑
祈
雨
御
読
経
、
尋
で
、
又
東
寺
灌
頂
堂
に
於
て
之
を
行
わ
る
。
十
八
日
、
北
野
社
祈
雨
御
歌
合
〕
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（
64
）
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
七
月
旱
日
尚
矣
。
有
レ
勅
（
東
寺
印
性
）
於
二
東
寺
灌
頂
院
一
。
率
二
伴
僧
二
十
員
一
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。

以
祈
レ
雨
。
至
二
第
二
日
一
。
甘
雨
滂
沱
。
尋
勅
修
七
日
。
賚
賜
甚
臙
。（
七
一
九
上
）

（
65
）
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
秋
旱
。
奉
レ
勅
（
醍
醐
寺
成
賢
）
修
二
孔
雀
経
法
一
。
而
驗
。
賞
任
二
權
僧
正
一
。（
七
二
七
下
）〔
七
月
十
三
日
、

成
賢
を
し
て
孔
雀
経
法
を
醍
醐
寺
に
修
し
て
雨
を
祈
ら
し
む
〕

（
66
）
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
秋
八
月
旱
。（
仁
和
寺
道
尊
）
読
二―
経
法
三―
雩
于
神
泉
苑
一
。
連
日
大
雨
。（
七
二
七
上
）〔
八
月
一
日
、
神
泉

苑
に
祈
雨
読
経
〕

（
67
）
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
秋
久
旱
。（
華
蔵
院
親
覚
）
於
二
神
泉
苑
一
。
修
二
請
雨
経
法
一
。
至
二
第
七
日
一
暴
雨
大
澍
。
畿
甸
人
民
。

抃
レ
野
而
称
。（
七
二
〇
上
）〔
八
月
一
日
、
丹
生
、
貴
布
禰
両
社
に
奉
幣
し
、
神
泉
苑
に
孔
雀
経
を
読
誦
し
て
、
雨
を
祈
る
〕

（
68
）建
保
元
年（
一
二
一
三
）奉
レ
詔（
東
寺
成
宝
）法
二―
雩
於
神
泉
苑
一
。
七
日
大
雨
。
朝
家
優
賞
。
以
二
弟
子
親
宝
一
任
二
權
律
師
一
。（
七
二
六

下
）〔
八
月
一
日
權
僧
正
成
宝
、
請
雨
経
法
を
修
す
〕

（
69
）
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
夏
六
月
旱
。（
仁
和
寺
道
尊
）
神
泉
苑
誦
経
。
以
二
第
五
日
一
。
畿
内
雨
沢
。
賞
以
二
顕
寛
一
。
任
二
權
律

師
一
。（
七
二
七
上
）〔
六
月
三
日
、
七
社
に
奉
幣
使
を
発
遣
し
て
雨
を
祈
る
。
尋
で
、
神
泉
苑
に
於
て
、
請
雨
経
法
を
修
し
、
五
竜
祭
を
行
う
。〕
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（
70
）
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
夏
旱
。（
醍
醐
寺
成
賢
）
修
二
同
法
（
孔
雀
経
法
）
於
神
泉
苑
一
。
七
月
雷
雨
。
賞
転
（
僧
）
正
。
弟
子

浄
真
任
二
権
律
師
一
。
頻
年
又
修
二（
醍
醐
寺
成
賢
）孔
雀
経
法
於
高
陽
殿
一
。
禱
レ
雨
得
レ
賞
。
定
範
為
二
法
印
一
。
光
宝
転
二
大
僧
都
一
。

（
七
二
七
下
）〔
六
月
十
五
日
、
二
十
二
社
に
奉
幣
使
を
発
遣
し
て
、
雨
を
祈
る
。
八
月
一
日
、
再
び
丹
生
、
貴
布
禰
両
社
に
祈
雨
奉
幣
使
を
発
遣
す
。〕

（
71
）
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
夏
旱
。（
仁
和
寺
道
尊
）
又
祈
二
神
泉
一
。
修
中
大
雨
。（
七
二
七
下
）〔
五
月
十
九
日
、
神
泉
苑
祈
雨
御
読
経
〕

（
72
）
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
春
旱
。
奉
レ
勅
（
東
寺
良
遍
）
祈
二
神
泉
苑
一
。
至
二
第
四
日
一
。
暴
雨
普
潤
。
乃
蒙
二
優
賞
一
。（
七
二
八
上
）

〔
三
月
廿
二
日
神
泉
苑
に
祈
雨
読
経
を
行
う
〕

（
73
）
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
四
月
畿
甸
久
旱
。
又
有
レ
勅
（
東
寺
成
宝
）
修
二
請
雨
経
法
於
神
泉
苑
一
。
愆
レ
期
不
レ
雨
。
奏
延
二
七
日
一
。

至
二
第
三
日
一
。
雨
沢
普
施
。
賞
転
二
大
僧
正
。（
六
二
七
上
）〔
四
月
八
日
、
前
權
僧
正
成
宝
を
し
て
神
泉
苑
に
於
て
請
雨
経
法
を
修
せ
し
む
〕

（
74
）承
久
元
年（
一
二
一
九
）七
月
旱
。（
東
寺
親
厳
）修
二―
法
神
泉
苑
一
。
第
三
日
大
雨
流
。
賜
レ
置
二
阿
闍
梨
五
口
於
随
心
院
一
。（
七
二
八

下
）〔
七
月
六
日
、
神
泉
苑
祈
雨
読
経
〕

（
75
）
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
閏
七
月
旱
。
奉
レ
勅
（
東
寺
覚
教
）
於
二
神
泉
苑
一
読
経
念
持
。
五
日
大
雨
。
賞
置
二
阿
闍
梨
二
人
於
本
房
一
。

（
七
三
一
上
）〔
三
日
、
東
寺
三
長
者
權
僧
正
覚
教
を
し
て
神
泉
苑
に
祈
雨
御
読
経
を
修
せ
し
む
〕

（
76
）
元
仁
（
一
二
二
四
―
五
）
嘉
禄
（
一
二
二
五
―
七
）
間
。（
東
寺
親
厳
）
神
泉
苑
三
祈
レ
雨
。
倶
得
二
法
徴
一
。
賞
以
二
賢
長
一
任
二
權
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少
僧
都
一
。
厳
海
任
二
權
大
僧
都
一
。
光
厳
為
二
律
師
一
。（
七
二
八
下
）〔
嘉
禄
元
年
七
月
七
日
、
宣
旨
を
下
し
、
前
權
僧
正
範
円
を
し
て
室
生

竜
穴
に
於
て
、
仁
王
経
を
転
読
せ
し
め
、
権
大
僧
都
聖
海
を
し
て
、
清
滝
に
於
て
、
孔
雀
経
を
転
読
せ
し
め
、
並
に
雨
を
祈
ら
し
む
。
嘉
禄
二
年
八
月
、

是
月
炎
旱
。〕

（
77
）
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
六
月
。
畿
内
旱
魃
。
有
レ
詔
（
東
寺
仁
慧
）
修
二
請
雨
経
法
於
神
泉
苑
一
。
不
レ
日
而
雨
。（
七
三
一
下
）

（
78
）
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
夏
秋
亢
旱
。
詔
レ
（
東
寺
実
）
賢
祈
雩
（
神
）
泉
苑
修
法
。
感
二
連
日
雨
一
。
賞
置
二
阿
闍
梨
三
人
於
醍
醐

尊
師
堂
一
。（
七
三
二
下
）〔
六
月
廿
七
日
、
奉
幣
使
を
伊
勢
大
神
宮
に
発
遣
し
て
、
雨
を
祈
ら
し
む
。
七
月
八
日
請
雨
経
法
を
神
泉
苑
に
修
す
。
十
九

日
降
雨
に
よ
り
醍
醐
寺
に
阿
闍
梨
三
口
を
置
く
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
79
）
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
六
月
旱
。（
仁
和
寺
良
慧
）
修
二
孔
雀
経
法
於
東
寺
灌
頂
院
一
。
第
四
日
雨
。
賞
聴
レ
駕
レ
車
。（
七
三
六
上
）

〔
六
月
十
四
日
、
雨
を
神
泉
苑
に
祈
る
。
三
十
日
、
神
泉
苑
御
読
経
結
願
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
80
）年
月
未
詳
。
一
時
夏
旱
。
禱
修
無
レ
応
。
州
主
請
レ（
書
写
山
寛
）昌
。
書
二
三
大
字
一
。
作
二
請
雨
文
一
以
祭
レ
天
。
即
時
雨
降
云
。（
二
二
五

上
）

（
81
）
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
天
下
旱
魃
。
仁
慧
僧
正
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。
二
七
日
無
レ
驗
。
破
レ
壇
而
退
。（
東
寺
実
）
賢
又
奉
レ
勅
。

修
二
同
法
（
孔
雀
経
法
）
於
神
泉
苑
一
。
至
二
第
二
日
一
。
華
夷
普
雨
。
受
レ
賜
転
レ
（
僧
）
正
。（
七
三
三
上
）〔
六
月
二
日
、
幕
府
、
修

法
し
て
雨
を
祈
る
。
三
日
、
幕
府
、
修
法
し
て
天
変
炎
旱
を
禳
う
。
六
月
十
三
日
神
泉
苑
に
於
て
読
経
。
又
興
福
寺
を
し
て
雨
を
祈
ら
し
む
。
六
月
廿
六
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日
請
雨
経
法
を
神
泉
苑
に
修
す
。
是
日
、
前
太
政
大
臣
公
経
七
仏
薬
師
法
を
西
園
寺
五
大
堂
に
修
す
。
廿
七
日
、
是
日
、
京
都
雨
降
る
。
廿
八
日
、
僧
事
、

祈
雨
の
賞
を
行
う
。〕

（
82
）
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
六
月
。（
仁
和
寺
良
慧
）
祈
二
雨
於
（
東
寺
）
灌
頂
院
一
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。
七
月
初
三
大
雨
。（
七
三
六

上
）〔
五
月
廿
六
日
、
神
泉
苑
に
読
経
し
て
雨
を
祈
る
。
廿
八
日
、
五
竜
祭
を
修
す
。
六
月
七
日
神
泉
御
読
経
結
願
。
九
日
請
雨
経
法
を
神
泉
苑
に
修
す
。

又
東
大
寺
・
延
暦
寺
・
興
福
寺
を
し
て
仁
王
経
を
転
読
せ
し
め
、
軽
囚
を
敍
赦
す
。
十
五
日
、
炎
旱
を
軒
廊
に
卜
し
、
軽
囚
を
赦
し
、
諸
寺
に
読
経
を
命
ず
。

十
六
日
、
五
竜
祭
を
修
す
。
十
七
日
水
天
供
を
修
す
。
廿
九
日
孔
雀
経
法
を
東
寺
に
修
し
て
雨
を
祈
る
。
七
月
三
日
孔
雀
経
法
結
願
。〕

（
83
）
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
畿
内
旱
。
有
レ
詔
（
東
寺
俊
厳
）
修
二
請
雨
経
法
於
神
泉
苑
一
。
不
レ
越
二
三
日
一
大
雨
。（
七
三
三
下
）

（
84
）
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
六
月
。
天
下
亢
陽
。
又
（
東
寺
俊
厳
）
神
泉
苑
祈
雩
有
レ
徴
。
賞
敍
二
僧
綱
一
。（
七
三
三
下
）〔
五
月
二
日
、

祈
雨
奉
幣
、
是
日
、
水
天
供
を
修
す
。
十
一
日
、
幕
府
、
祈
雨
賞
を
行
う
。
十
五
日
、
京
都
雨
あ
り
。
六
月
十
九
日
、
幕
府
、
鶴
岡
別
当
隆
弁
に
命
じ
て
、

雨
を
祈
ら
し
む
。
六
月
廿
日
、
雨
を
神
泉
苑
に
祈
る
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
85
）
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
夏
五
月
。（
東
寺
房
円
）
司
二
東
寺
長
者
一
。
京
城
大
旱
。
祈
二
雨
神
泉
（
苑
）
一
。
即
日
応
。
賞
転
二
權
僧

正
一
。（
七
三
四
上
）〔
十
四
日
、
室
生
竜
穴
御
読
経
定
む
。
十
六
日
、
水
天
供
を
修
し
て
雨
を
祈
る
。
二
十
日
、
清
滝
宮
に
読
経
し
て
雨
を
祈
ら
し
む
。

二
十
二
日
神
泉
苑
御
読
経
定
む
〕

（
86
）
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
秋
七
月
旱
。（
東
寺
定
親
）
修
二
秘
法
於
神
泉
苑
一
。
修
中
大
雨
連
日
。（
七
三
五
上
）〔
十
日
雨
を
神
泉
苑
に



― 76 ―

祈
る
。
尋
で
又
清
滝
宮
に
祈
る
〕

（
87
）
正
嘉
丁
巳
元
年
（
一
二
五
七
）
夏
旱
。（
戒
壇
院
円
）
照
。
到
二
郡
之
竜
池
一
。
誦
二
般
若
心
経
及
千
手
陀
羅
尼
一
。
須
臾
暴
雨
。
周
二―

洽
郊
野
一
。
回
途
淋
漓
以
二
雨
傘
一
邀
。（
七
八
六
下
）

（
88
）
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
夏
旱
。
六
月
晦
日
。
奉
レ
勅
（
東
寺
道
勝
）
於
二
灌
頂
道
場
一
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。
七
月
三
日
雷
雨
。
賞

寄
二
阿
闍
梨
四
人
於
高
野
山
一
。（
七
三
七
上
）

（
89
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
夏
旱
。（
仁
和
寺
奝
助
）
於
二
神
泉
苑
一
読
経
精
祈
。
踰
レ
宿
即
雨
。（
七
四
一
上
）〔
七
月
一
日
祈
雨
に
よ
り

神
泉
苑
に
掃
除
勅
使
発
遣
。
三
日
神
泉
苑
祈
雨
読
経
日
時
定
。
雷
鳴
微
雨
に
依
り
読
経
停
む
。
七
日
神
泉
苑
祈
雨
読
経
を
行
う
。
十
七
日
、
是
日
清
滝
、

室
生
竜
穴
に
祈
雨
読
経
行
う
〕

（
90
）
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
六
月
旱
。（
醍
醐
寺
定
済
）
又
祈
二
清
滝
（
祠
）
一
受
賞
。（
二
三
四
上
）〔
六
月
廿
四
日
、
室
生
竜
穴
及
び
清
滝

に
読
経
し
て
、
雨
を
祈
ら
し
む
。
廿
七
日
、
神
泉
苑
に
読
経
し
て
、
雨
を
祈
ら
し
む
〕

（
91
）
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
七
月
畿
内
炎
旱
。（
安
祥
寺
道
宝
）
就
二
神
泉
苑
一
修
二
請
雨
経
法
一
。
七
日
大
雨
。
賞
転
二
僧
正
一
。（
七
三
八

下
）〔
三
日
興
福
寺
、
観
音
像
を
造
立
し
雨
を
祈
る
。
五
日
水
天
供
を
修
す
。
十
日
神
泉
苑
に
請
雨
経
法
を
行
わ
し
む
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
92
）
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
七
月
。（
仁
和
寺
奝
助
）
修
二
請
雨
経
法
於
神
泉
苑
一
。
皆
得
二
法
驗
一
。
大
蒙
二
賞
䞋
一
。（
七
四
一
上
）〔
七
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月
十
日
、
神
泉
苑
に
請
雨
経
法
を
行
わ
し
む
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
93
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
夏
旱
。
奉
レ
詔
（
醍
醐
寺
定
済
）
禱
二
法
雨
於
神
泉
（
苑
）
一
而
有
レ
応
。（
二
三
四
上
）

（
94
）
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
以
前
。
此
夏
大
旱
。
勅
レ
（
万
寿
寺
東
山
湛
）
照
祈
雨
。
即
日
有
応
。
特
賜
二
水
紋
伽
梨
一
。（
二
九
八
下
）

（
95
）
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
秋
大
旱
。
平
帥
（
北
条
貞
時
）
作
レ
竜
命
レ
（
無
学
祖
）
元
法
雩
。
元
備
二
傘
履
一
入
レ
府
。
援
レ
筆
賛
曰
。

偉
哉
戴
レ
角
擎
レ
頭
。
触
処
崩
レ
崖
裂
レ
石
。（
中
略
）
書
訖
以
二
筆
管
一
扣
二
竜
角
一
。
応
レ
時
雷
雨
大
澍
。（
三
〇
三
上
）

（
96
）
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
夏
旱
。（
随
心
院
静
厳
）
修
二
水
天
供
一
。
修
中
大
雨
。
賜
二
綸
旨
一
曰
。
浮
雲
忽
起
。
甘
雨
頻
降
。
九
天

遍
誇
二
玄
沢
之
恵
一
。
千
里
皆
消
二
赤
土
之
憂
一
。（
七
四
二
上
）〔
六
月
廿
四
日
水
天
供
を
修
し
て
雨
を
祈
る
〕

（
97
）嘉
元
初
年（
一
三
〇
三
）夏
旱
積
レ
日
。（
極
楽
寺
忍
性
）就
二
清
滝
宮
一
持
呪
精
祈
。
即
日
甘
雨
。
華
夷
悉
澍
。
凡
禱
二
旱
澇
一
二
十
四
回
。

（
七
九
一
上
）

（
98
）
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
秋
七
月
旱
。（
東
寺
成
慧
）
修
二
水
天
供
一
。
即
降
二
大
雨
一
。（
七
四
四
上
）〔
是
月
、東
寺
に
於
て
水
天
供
を
行
う
〕

（
99
）
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
秋
七
月
（
東
寺
公
紹
）
祈
レ
雨
。
修
二
水
天
供
一
。
修
中
得
レ
験
。（
七
四
五
上
）
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（
100
）
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
以
前
。
一
時
久
旱
。
邑
人
請
レ
（
無
住
道
）
暁
法
雩
。
三
日
之
後
雷
雨
大
沾
。（
三
二
五
下
）

（
101
）康
永
元
年（
一
三
四
二
）以
降
。
一
夏
久
旱
。
請
レ（
碧
潭
周
）皎
法
雩
。
即
日
大
雨
。
鄽
野
歓
抃
。
樞
府
嚫
二
金
錯
刀
一
口
一
。（
四
四
一

下
）〔
七
月
二
十
日
、
北
朝
、
祈
雨
奉
幣
使
を
丹
生
、
貴
布
禰
両
社
に
発
遣
す
〕

（
102
）
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
夏
国
中
大
旱
。
民
心
如
レ
惔
。（
武
州
国
済
寺
峻
翁
令
）
山
作
二
祈
雨
偈
一
曰
。
薄
福
衆
生
枯
渇
恤
。（
中
略
）

撃
二―
碎
驪
珠
一
灑
レ
雨
飛
。
応
レ
時
雷
雨
大
澍
。（
五
三
二
下
）〔
六
月
十
七
日
、
炎
旱
に
依
り
、
雨
を
祈
ら
し
め
ら
る
。〕

（
103
）
応
永
十
八
年
（
一
四
一
一
）
畿
内
旱
久
。
朝
廷
勅
二
諸
宗
碩
徳
一
法
二―
雩
於
神
泉
苑
一
。
久
而
無
レ
驗
矣
。
源
公
（
足
利
義
持
）

乞
レ
（
大
岳
周
）
崇
抵
二
神
泉
苑
一
唱
レ
偈
曰
。
泉
苑
欲
レ
尋
二
空
海
蹤
一
。
霊
山
仏
意
勅
二
神
竜
一
方
今
天
下
憂
二
枯
涸
一
。

一
雨
宜
レ
沾
二
万
国
農
一
。
即
時
霊
雨
降
注
。
蓋
国
抃
舞
。（
五
五
二
下
）

（
104
）
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
郡
中
大
旱
。
民
方
殿
屎
。
屈
レ
（
東
叡
山
天
）
海
禱
レ
雨
。
臨
レ
潭
修
法
。（
中
略
）
雲
雷
頻
作
。
大
雨
普
洽
。

（
七
五
二
上
）

（
105
）
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
夏
旱
。（
野
中
寺
慧
猛
）
期
二
一
七
日
一
修
二
請
雨
法
一
至
二
第
三
日
一
。
檀
越
入
レ
山
。
見
二
清
水
岩
罅
湧
出

其
勢
甚
急
一
。
怪
以
告
レ
猛
。
猛
曰
祈
レ
雨
徴
与
。
既
而
雲
興
雨
澍
。
河
水
大
漲
。（
八
一
一
上
）

（
106
）
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
以
降
。
一
時
久
旱
。（
神
鳳
寺
円
）
忍
修
二
法
雩
一
。
雲
騰
雨
降
。
九
野
周
澍
。（
八
一
二
下
）
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以
上
の
資
料
を
一
覧
に
し
て
掲
げ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

年
　
　
　
月

修
法
者

場
　
所

修
　
法

応
　
驗

恩
　
賞

備
　
考

典
　
拠

（
1
）
推
古
三
三
（
六
二
五
）
夏

高
麗
僧
慧
灌

三
論
講
讚

大
雨
即
下

任
僧
正

著
青
衣

六
四
上

（
2
）
白
宝
一
二
（
六
六
三
）
秋

百
済
僧
道
寧

法
雩

修
中
大
雨

八
九
四
下

（
3
）
持
統
二
（
六
八
八
）
秋

百
済
僧
道
蔵

禱
雨

不
崇
朝

天
下
普
潤

六
四
下

（
4
）
養
老
年
中
（
七
一
七
―
二
四
）

旱
澇
疾
疫
。
連
歳
頻
起

九
一
〇
下

（
5
）
大
同
二
（
八
〇
七
）
夏

神
宮
寺
下
野
勝
道

補
陀
山
上

祈
雨

須
臾
甘
雨

百
穀
豊
登

八
一
七
上

（
6
）
天
長
元
（
八
二
四
）
春
三
月

西
寺
守
敏

東
寺
空
海

祈
雨

散
日
暴
雨

東
西
京
而
已

守
敏
・
空
海
の
法
力
抗
争

六
四
〇
下

（
7
）
天
長
元
（
八
二
四
）
春
三
月

東
寺
空
海

神
泉
苑

祈
雨

延
二
日
膏
雨

西
寺
守
敏
の
呪
竜
に
よ
り
空

海
の
修
法
を
妨
ぐ

八
二
上

（
8
）
承
和
元
（
八
三
四
）
六
月

東
寺
覚
成

神
泉
苑

読
経
祈
雨

至
第
七
日
法
雨

竜
現
池

七
一
六
上

（
9
）
斉
衡
三
（
八
五
六
）
春

法
淋
寺
常
暁

神
泉
苑

大
元
帥
法

大
雨

白
竜
現
幡
上
。
大
雨
普
灑

一
二
一
下

（
10
）
貞
観
八
（
八
六
六
）
夏

延
暦
寺
安
慧

神
泉
苑

祈
雨

踰
日
大
雨

授
僧
正
、
辞
不

受

年
分
度
者
十
二
人
。
御
衣
并

砂
金
千
両

一
二
二
上

（
11
）
貞
観
一
七
（
八
七
五
）
夏

貞
観
寺
真
雅

大
極
殿

修
壇
精
祈

不
日
雨

清
和
帝
眷
益
倍

一
三
〇
上

（
12
）
延
喜
二
（
九
〇
二
）
六
月

醍
醐
寺
聖
宝

孔
雀
経
法

甘
雨

任
僧
正

一
四
三
上

（
13
）
延
喜
一
四
（
九
一
四
）
夏

醍
醐
寺
観
賢

神
泉
苑

孔
雀
経
法

第
三
日
夜

二
十
伴
僧
各
度

者
一
人

一
四
六
下

（
14
）
延
長
二
（
九
二
四
）
六
月

東
大
寺
観
宿

神
泉
苑

請
雨
経
法

第
三
日
雨
濺

賜
甚
多

延
七
日
修
中
大
雨

六
四
九
下

（
15
）
延
長
三
（
九
二
五
）
夏

延
暦
寺
尊
意

仏
頂
尊
勝
法

四
日
雨
降

朝
廷
嚮
尊
勝
法

六
五
二
上

（
16
）
天
慶
二
（
九
三
九
）
夏

延
暦
寺
尊
意

延
命
院

（
仏
頂
）
尊
勝
法

第
七
日

度
者
二
十
二
名

六
五
二
下
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（
17
）
天
慶
八
（
九
四
五
）
四
月

延
暦
寺
義
海

神
泉
苑

孔
雀
経
法

修
中
膏
雨

任
法
務

六
五
六
上

（
18
）
天
徳
四
（
九
六
〇
）
夏

香
隆
寺
寛
空

仁
寿
殿

孔
雀
経
法

散
日
大
雨

授
權
僧
正

六
六
一
上

（
19
）
応
和
二
（
九
六
二
）
夏

金
竜
寺
千
観

摂
州
瀑
所
樹
上

持
誦

須
臾
大
雨

擎
香
炉
炉
烟
散
満
山
谷

一
五
七
下

（
20
）
応
和
三
（
九
六
三
）
七
月

東
大
寺
光
智

祈
雨

不
日
而
驗

一
五
六
上

（
21
）
康
保
初
（
九
六
四
）

香
隆
寺
寛
空

神
泉
苑

宮
廷

密
観
誦
呪

愆
期
不
雨

斯
須
雷
雨

転
僧
正

朝
野
潜
笑

挙
朝
奇
嘆

六
六
一
下

（
22
）
安
和
二
（
九
六
九
）
以
前

東
大
寺
法
蔵

異
人
の
証
雨

一
五
四
下

（
23
）
天
禄
三
（
九
七
二
）
夏

石
山
寺
元
杲

神
泉
苑

修
法

作
芧
竜
加
持

愆
期
無
応

須
臾
暴
雨

一
六
一
下

（
24
）
天
元
五
（
九
八
二
）
夏

石
山
寺
元
杲

神
泉
苑

修
法

第
五
日
雨

任
權
少
僧
都

一
六
一
下

（
25
）
寛
和
元
（
九
八
五
）
季
夏

石
山
寺
元
杲

請
雨
経
法

応
期
甘
雨

伴
僧
各
僕
一
人

元
杲
任
僧
正
も
辞
し
て
不
受
一
六
一
下

（
26
）
永
延
元
（
九
八
七
）
五
月

六
大
寺
僧

大
仏
殿

諷
誦
祈
雨

翌
暮
暴
雨

雷
霆
落
大
仏
殿

六
六
九
上

（
27
）
長
和
五
（
一
〇
一
六
）
夏

禅
林
寺
深
寛

神
泉
苑

請
雨
経
法

孔
雀
経
（
法
）

誦
時
暴
雨

為
国
家
な
ら
非
可
憂
炎
旱

為
万
民
禱
法
雨

六
七
六
下

（
28
）
寛
仁
二
（
一
〇
一
八
）
六
月

醍
醐
寺
仁
海

神
泉
苑

請
雨
経
法

登
日
甘
雨

聴
輦
車

封
七
十
戸

長
久
六
年
（
一
〇
四
五
）

法
雨
の
賞

六
七
七
下

（
29
）
治
安
三
（
一
〇
二
三
）
以
前

三
井
寺
行
円

醍
醐
寺
仁
海

水
天
供

請
雨
経
法

第
三
日
甘
雨

六
八
〇
下

（
30
）
万
寿
・
長
元
間

（
一
〇
二
四
―
三
六
）

醍
醐
寺
仁
海

祈
雨

九
度
。
修
法
時
紫
雲
赤
蛇

六
七
七
下

（
31
）
治
暦
二
（
一
〇
三
八
）
七
月

仁
和
寺
長
信

神
泉
苑

孔
雀
経
法

持
華
齎
香

至
期
不
雨

応
時
大
雨

六
八
八
上

（
32
）
治
暦
三
（
一
〇
三
九
）
六
月

東
寺
済
延

東
寺

孔
雀
経
法

即
日
大
雨

任
東
寺
二
長
者

六
八
六
下

（
33
）
永
承
二
（
一
〇
四
七
）
七
月

東
寺
深
寛

東
寺

孔
雀
経
法

夕
方
大
雨

弟
子
光
禅
、
届
神
供
倒
水
中
六
八
一
上
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（
34
）
康
平
八
（
一
〇
六
五
）
六
月

東
寺
成
尊

神
泉
苑

請
雨
経
法

修
中
両
度
甘
雨

賜
多
品

率
二
十
僧

一
八
〇
下

（
35
）
永
保
二
（
一
〇
八
二
）
夏
秋
之

交

東
寺
範
俊

醍
醐
寺
義
範

神
泉
苑

醍
醐
山

請
雨
経
法

宝
楼
閣
法

霓
望
必
雨

暴
風

礙
範
俊
之
修
法

六
八
九
下

（
36
）
永
保
二
（
一
〇
八
二
）
夏
秋

東
寺
範
俊

仁
和
寺
信
覚

孔
雀
経
法

無
応

第
十
日
膏
雨

聴
輦
車

旱
魃
為
虐
。
畿
内
殿
屎

六
八
八
下

（
37
）
寛
治
二
（
一
〇
八
八
）
秋

醍
醐
寺
義
範

神
泉
苑

請
雨
経
法

第
三
日
大
雨

六
九
〇
上

（
38
）
寛
治
三
（
一
〇
八
九
）
夏
五
月

醍
醐
寺
定
賢

東
寺

孔
雀
経
法

修
中
両
度
大
雨

賞
權
大
僧
都

六
九
一
下

（
39
）
寛
治
三
（
一
〇
八
九
）
五
月

延
暦
寺
増
誉

孔
雀
経
法

第
七
日
雨
灑

時
及
澆
季
仏
法
有
驗

六
九
五
上

（
40
）
寛
治
三
（
一
〇
八
九
）
初
秋

醍
醐
寺
定
賢

醍
醐
住
房

孔
雀
経
法

第
三
日
甘
沢

六
九
一
下

（
41
）
康
和
三
（
一
一
〇
一
）
七
月

東
寺
経
範

東
寺

孔
雀
経
法

第
二
日
雷
雨

補
法
務

伴
二
十
僧

六
九
二
上

（
42
）
嘉
承
元
（
一
一
〇
六
）
六
月

東
寺
覚
意

東
寺
灌
頂
院

孔
雀
経
法

十
三
日
雷
雨

十
六
日
大
雨

弟
子
厳
覚
敍
法

眼

伴
僧
二
十
員

六
九
三
下

（
43
）
天
永
三
（
一
一
一
二
）
六
月

醍
醐
寺
勝
覚

神
泉
苑

請
雨
経
法

第
四
日
急
雨

賜
甚

六
九
八
上

（
44
）
永
久
五
（
一
一
一
七
）
夏

安
祥
寺
厳
覚

神
泉
苑

請
雨
経
法

修
中
霖
雨

六
九
六
上

（
45
）
永
久
五
（
一
一
一
七
）
夏

醍
醐
寺
勝
覚

神
泉
苑

神
泉
苑

雩精
祈

第
四
日
甘
雨

及
昏
暴
雨

重
奉
綸
言
独
往
神
泉
苑

六
九
八
上

（
46
）
元
永
元
（
一
一
一
八
）
五
月

仁
和
寺
寛
助

神
泉
苑

誦
経

即
日
大
雨

六
九
七
上

（
47
）
大
治
五
（
一
一
三
〇
）
初
秋

東
寺
信
証

東
寺

孔
雀
経
法

修
中
疾
雨

阿
闍
梨
五
人
於

（
仁
和
寺
）
成
就
院

七
〇
二
上

（
48
）
大
治
五
（
一
一
三
〇
）
七
月

醍
醐
寺
定
海

醍
醐
（
寺
）

孔
雀
経
法

密
雲
雨
施

阿
闍
梨
五
人
於

醍
醐
寺

七
〇
三
上

（
49
）
保
元
元
（
一
一
五
六
）
秋
七
月

東
寺
寛
遍

（
東
寺
）

孔
雀
経
法

二
十
日
畿
内
大

雨

牛
車
宣
、
住
權

僧
正

阿
闍
梨
五
人
東

寺
尊
寿
院

七
〇
九
上
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（
50
）
保
元
二
（
一
一
五
七
）
七
月

東
寺
寛
遍

東
寺

孔
雀
経
法

未
数
日
暴
雨

阿
闍
梨
五
人
東

寺
尊
寿
院

七
〇
九
上

（
51
）
応
保
元
（
一
一
六
一
）
夏
秋

興
福
寺
慧
信

祈
雨

修
中
両
度
大
雨

賜
優
賞

七
〇
七
下

（
52
）
応
保
元
（
一
一
六
一
）
六
月

東
寺
禎
喜

神
泉
苑

読
経

三
日
甘
雨

率
伴
（
僧
）

七
一
四
下

（
53
）
仁
安
初
（
一
一
六
六
）
六
月

東
寺
禎
喜

神
泉
苑

孔
雀
経
法

十
三
日
結
願
日

大
雨

東
寺
一
長
者

七
日
不
雨
延
期
三
日

七
一
四
下

（
54
）
嘉
応
三
（
一
一
七
一
）
春

東
寺
禎
喜

神
泉
苑

法
雩

不
日
応

七
一
四
下

（
55
）
承
安
四
（
一
一
七
四
）
六
月

東
寺
任
覚

神
泉
苑

読
経

修
中
大
雨

率
（
伴
）
僧

七
一
二
上

（
56
）
建
久
二
（
一
一
九
一
）
五
月

東
寺
延
杲

神
泉
苑

請
雨
経
法

第
四
日
雨

敍
法
印

七
一
七
上

（
57
）
建
久
七
（
一
一
九
六
）
七
月

東
寺
延
杲

神
泉
苑

祈
雨

三
日
得
驗

七
一
七
上

（
58
）
建
久
八
（
一
一
九
七
）
六
月

東
寺
延
杲

神
泉
苑

読
経

散
日
大
雨

拝
權
僧
正

七
一
七
上

（
59
）
建
久
九
（
一
一
九
八
）
秋

東
寺
印
性

神
泉
苑

読
経
祈
雩

第
五
日
大
雨

弟
子
覚
教
敍
法

眼

七
一
九
上

（
60
）
正
治
元
（
一
一
九
九
）
秋
八
月

東
寺
延
杲

神
泉
（
苑
）

誦
経

第
二
日
雨

聴
牛
車

七
一
七
上

（
61
）
建
久
頃
（
一
一
九
〇
～
九
九
）

高
山
寺
高
弁

大
仏
頂
法

即
雨
三
日

作
二
竜
、
加
持
香
水

二
一
七
下

（
62
）
元
久
元
（
一
二
〇
四
）
秋

東
寺
印
性

神
泉
苑

請
雨
経
法

散
日
急
雨

七
一
九
上

（
63
）
元
久
二
（
一
二
〇
五
）
七
月

東
寺
延
杲

東
寺
灌
頂
院

孔
雀
経
法

不
日
雨

任
權
律
師

七
一
七
上

（
64
）
元
久
二
（
一
二
〇
五
）
七
月

東
寺
印
性

東
寺
灌
頂
院

孔
雀
経
法

第
二
日
甘
雨

賜
甚

伴
僧
二
十
員

七
一
九
上

（
65
）
建
暦
元
（
一
二
一
一
）
秋

醍
醐
寺
成
賢

孔
雀
経
法

而
驗

任
権
僧
正

七
二
七
下

（
66
）
建
暦
二
（
一
二
一
二
）
秋
八
月

仁
和
寺
道
尊

神
泉
苑

読
経
法
雩

連
日
大
雨

七
二
七
上

（
67
）
建
保
元
（
一
二
一
三
）
秋

華
蔵
院
親
覚

神
泉
苑

請
雨
経
法

第
七
日
暴
雨

七
二
〇
上

（
68
）
建
保
元
（
一
二
一
三
）

東
寺
成
宝

神
泉
苑

法
雩

七
日
大
雨

弟
子
親
宝
任
權

律
師

七
二
六
下
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（
69
）
建
保
三
（
一
二
一
五
）
夏
六
月

仁
和
寺
道
尊

神
泉
苑

誦
経

第
五
日
畿
内
雨

沢

顕
寛
任
權
律
師

七
二
七
上

（
70
）
建
保
三
（
一
二
一
五
）
夏

頻
年

醍
醐
寺
成
賢

醍
醐
寺
成
賢

神
泉
苑

高
陽
殿

孔
雀
経
法

孔
雀
経
法

七
月
雷
雨

転
僧
正
。
弟
子

浄
真
權
律
師

定
範
為
法
印
、

光
宝
転
大
僧
都

七
二
七
下

（
71
）
建
保
六
（
一
二
一
八
）
夏

仁
和
寺
道
尊

神
泉
苑

祈

修
中
大
雨

七
二
七
下

（
72
）
承
久
元
（
一
二
一
九
）
春

東
寺
良
遍

神
泉
苑

祈

第
四
日
暴
雨

七
二
八
上

（
73
）
承
久
元
（
一
二
一
九
）
四
月

東
寺
成
宝

神
泉
苑

請
雨
経
法

愆
期
不
雨

転
大
僧
正

延
七
日
至
第
三
日
雨
沢

七
二
七
上

（
74
）
承
久
元
（
一
二
一
九
）
七
月

東
寺
親
厳

神
泉
苑

修
法

第
三
日
大
雨

阿
闍
梨
五
口
随

心
院

七
二
八
下

（
75
）
元
仁
元
（
一
二
二
四
）
閏
七
月

東
寺
覚
教

神
泉
苑

読
経
念
持

五
日
大
雨

阿
闍
梨
二
人
本

房

七
三
一
上

（
76
）
元
仁
・
嘉
禄

（
一
二
二
四
―
二
七
）
間

東
寺
親
厳

神
泉
苑

三
度
祈
雨

得
法
徴

賢
長
任
權
少
僧
都

厳
海
任
權
大
僧
都

光
厳
為
律
師

七
二
八
下

（
77
）
寛
喜
二
（
一
二
三
〇
）
六
月

東
寺
仁
慧

神
泉
苑

不
日
雨

七
三
一
下

（
78
）
仁
治
元
（
一
二
四
〇
）
夏
秋

東
寺
実
賢

神
泉
苑

修
法

連
日
雨

阿
闍
梨
三
人
醍

醐
尊
師
堂

七
三
二
下

（
79
）
仁
治
二
（
一
二
四
一
）
六
月

仁
和
寺
良
慧

東
寺
灌
頂
院

孔
雀
経
法

第
四
日
雨

聴
駕
車

七
三
六
上

（
80
）
年
月
未
詳

書
写
山
（
円
教
寺
）

寛
昌

祭
天

即
時
雨

書
三
大
字
　
作
請
雨
文

二
二
五
上

（
81
）
寛
元
二
（
一
二
四
四
）

東
寺
仁
慧

東
寺
実
賢

神
泉
苑

孔
雀
経
法

孔
雀
経
法

二
七
日
無
驗

第
二
日
普
雨

転
僧
正

七
三
三
上

（
82
）
宝
治
元
（
一
二
四
七
）
六
月

仁
和
寺
良
慧

東
寺
灌
頂
院

孔
雀
経
法

七
月
三
日
大
雨

七
三
六
上
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（
83
）
建
長
三
（
一
二
五
一
）

東
寺
俊
厳

神
泉
苑

請
雨
経
法

不
越
三
日
大
雨

七
三
三
下

（
84
）
建
長
四
（
一
二
五
二
）
六
月

東
寺
俊
厳

神
泉
苑

祈
雩

有
徴

敍
僧
綱

七
三
三
下

（
85
）
建
長
五
（
一
二
五
三
）
夏
五
月

東
寺
房
円

神
泉
苑

祈
雨

即
日
応

転
權
僧
正

七
三
四
上

（
86
）
正
嘉
元
（
一
二
五
七
）
秋
七
月

東
寺
定
親

神
泉
苑

秘
法

修
中
大
雨
連
日

七
三
五
上

（
87
）
正
嘉
元
（
一
二
五
七
）
夏

東
大
寺
戒
壇
院
円

照

郡
之
竜
池

誦
般
若
心
経
・

千
手
陀
羅
尼

須
臾
暴
雨

七
八
六
下

（
88
）
文
永
三
（
一
二
六
六
）
夏

東
寺
道
勝

灌
頂
道
場

孔
雀
経
法

第
四
日
雷
雨

阿
闍
梨
四
人
高

野
山

六
月
晦
日
奉
勅
、
七
月
三
日

雷
雨

七
三
七
上

（
89
）
文
永
五
（
一
二
六
八
）
夏

仁
和
寺
奝
助

神
泉
苑

読
経
精
祈

踰
宿
即
雨

七
四
一
上

（
90
）
文
永
十
（
一
二
七
三
）
六
月

醍
醐
寺
定
清

清
滝
祠

祈

受
賞

二
三
四
上

（
91
）
文
永
十
（
一
二
七
三
）
七
月

安
祥
寺
道
宝

神
泉
苑

請
雨
経
法

七
日
大
雨

転
僧
正

七
三
八
下

（
92
）
文
永
十
（
一
二
七
三
）
七
月

仁
和
寺
奝
助

神
泉
苑

請
雨
経
法

得
法
驗

蒙
賞
䞋

七
四
一
上

（
93
）
建
治
二
（
一
二
七
六
）
夏

醍
醐
寺
定
済

神
泉
苑

禱
法
雨

有
応

二
三
四
上

（
94
）
弘
安
三
（
一
二
八
〇
）
以
前

万
寿
寺
東
山
湛
照

祈
雨

即
日
有
応

賜
水
紋
伽
梨

二
九
八
下

（
95
）
弘
安
七
（
一
二
八
四
）
秋

円
覚
寺
無
学
祖
元

法
雩

応
時
雷
雨

北
条
貞
時
作
竜
、
無
学
賛
書

訖
、
以
筆
管
扣
竜
角

三
〇
三
上

（
96
）
正
応
六
（
一
二
九
三
）
夏

随
心
院
静
厳

水
天
供

修
中
大
雨

賜
綸
旨

七
四
二
上

（
97
）
嘉
元
初
（
一
三
〇
三
）
夏

極
楽
寺
忍
性

清
滝
宮

持
呪
精
祈

即
日
甘
雨

禱
旱
澇
二
十
四
回

七
九
一
上

（
98
）
徳
治
元
（
一
三
〇
六
）
秋
七
月

東
寺
成
慧

水
天
供

即
降
大
雨

七
四
四
上

（
99
）
徳
治
元
（
一
三
〇
六
）
秋
七
月

東
寺
公
紹

水
天
供

修
中
得
験

七
四
五
上

（
100
）
正
和
元
（
一
三
一
二
）
以
前

長
母
寺
無
住
道
暁

法
雩

三
日
後
雷
雨

邑
人
請

三
二
五
下

（
101
）
康
永
元
（
一
三
四
二
）
以
降

地
蔵
院
碧
潭
周
皎

法
雩

即
日
大
雨

嚫
金
錯
刀
一
口

四
四
一
下
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（
102
）
応
永
六
（
一
三
九
九
）
夏

武
州
国
済
寺
峻
翁

令
山

祈
雨
偈

応
時
雷
雨

五
三
二
下

（
103
）
応
永
十
八
（
一
四
一
一
）

諸
宗
碩
徳

南
禅
寺
大
岳
周
崇

神
泉
苑

神
泉
苑

法
雩

唱
偈

久
而
無
驗

即
時
霊
雨

朝
廷
勅

足
利
義
持
乞

五
五
二
下

（
104
）
文
禄
二
（
一
五
九
三
）

東
叡
山
天
海

臨
潭

禱
雨
修
法

大
雨

七
五
二
上

（
105
）
正
保
四
（
一
六
四
七
）
夏

野
中
寺
慧
猛

請
雨
法

第
三
日

八
一
一
上

（
106
）
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
以
降

神
鳳
寺
円
忍

法
雩

八
一
二
下

　
　
中
国
関
係

（
1
）
熙
寧
六

延
久
五
（
一
〇
七
三
）
夏

成
尋

瑤
津
亭

祈
雨

重
修

再
禱

第
三
日
夜
雷
雨

至
七
日

大
雨
三
日

八
四
九
下

（
2
）
乾
道
四

仁
安
三
（
一
一
六
八
）
秋

栄
西

祈
雨

修
法
之
間
大
雨

郡
主
請

八
四
上

　
　
　（
二
）
旱
魃
の
発
生
時
期
と
修
法
者

　
ま
ず
発
生
時
期
に
つ
い
て
は
前
掲
の
一
覧
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
記
録
は
一
〇
六
件
あ
る
が
、
総
括
す
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
春
（
一
・
二
・
三
月
）
五
件
（
三
月
二
件
）

　
夏
（
四
・
五
・
六
月
）
五
十
一
件
（
四
月
二
件
、
五
月
六
件
、
六
月
十
九
件
は
明
記
し
て
あ
る
）

　
秋
（
七
・
八
・
九
月
）
二
十
九
件
（
七
月
十
八
件
、
八
月
二
件
）

　
夏
・
秋
の
交
り
　
四
件
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無
記
録
　
十
七
件

　
こ
の
よ
う
に
夏
と
秋
、さ
ら
に
は
夏
と
秋
の
端
境
期
に
集
中
し
て
い
る
が
、と
り
わ
け
六
月
十
九
件
、七
月
十
八
件
が
示
す
よ
う
に
、六
・

七
月
が
も
っ
と
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
記
録
は
云
う
ま
で
も
な
く
旧
暦
（
太
陰
暦
）
に
よ
る
か
ら
、
新
暦
（
太
陽
暦
〈
明
治
六
年
一
月

一
日
か
ら
〉）
に
置
き
換
え
る
と
、
例
え
ば
平
成
二
十
六
年
の
場
合
、
一
月
三
十
一
日
が
旧
暦
の
元
旦
に
当
た
る
。
こ
の
よ
う
に
約
三
十

日
遅
れ
で
あ
る
か
ら
、
旧
暦
六
月
は
現
在
の
七
月
に
相
当
す
る
の
で
、
現
在
の
気
象
状
況
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
修
法
者
は
同
日
に
二
人
の
場
合
な
ど
が
あ
り
、
一
一
〇
人
以
上
を
数
え
る
が
、
仏
教
伝
来
の
当
初
期
に
は
来
朝
僧
高
麗
慧
灌
や
、

百
済
道
寧
・
道
蔵
が
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
に
仏
教
が
定
着
し
た
奈
良
時
代
以
降
は
、
南
都
・
北
嶺
の
密
教
僧
が
中
心
で
あ
る
。
ま

た
前
に
も
触
れ
た
が
、
同
時
に
二
人
行
っ
た
場
合
が
七
回
あ
る
。
い
ま
修
法
者
を
寺
院
別
に
掲
げ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
東
寺
　
　
四
十
二
人
　
　
　
醍
醐
寺
　
十
七
人

　
仁
和
寺
　
十
人
　
　
　
　
　
延
暦
寺
　
五
人

　
東
大
寺
　
四
人
　
　
　
　
　
石
山
寺
　
三
人

　
香
隆
寺
　
二
人
　
　
　
　
　
安
祥
寺
　
二
人

　
そ
の
他
　
各
一
人

　
こ
の
よ
う
に
東
寺
が
ず
ば
抜
け
て
多
く
、
続
い
て
醍
醐
寺
・
仁
和
寺
な
ど
、
東
密
関
係
者
が
殆
ん
ど
で
あ
る
。
と
り
わ
け
東
寺
延
杲
五

回
、
東
寺
禎
喜
・
印
性
三
回
、
醍
醐
寺
仁
海
・
成
賢
、
石
山
寺
元
杲
、
仁
和
寺
道
尊
三
回
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
二
回
は
東
寺

空
海
・
範
俊
・
寛
遍
・
親
厳
・
仁
慧
・
実
賢
・
俊
厳
、
醍
醐
寺
義
範
・
定
賢
・
勝
覚
・
定
清
、
仁
和
寺
良
慧
・
奝
助
、
延
暦
寺
尊
意
、
香

隆
寺
寛
空
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
卍
元
師
蛮
が「
或
曰
。空
海
獲
二
紫
雲
篋
一
。禱
旱
降
レ
雨
。蓋
是
密
乗
秘
賾
。（
中
略
）海
之
法
裔
。祈
レ
雨
得
者
。後
世
比
比
」（
九
一
三

下
）
と
論
じ
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
符
合
し
て
い
る
。
し
か
し
万
寿
寺
東
山
湛
照
、
円
覚
寺
無
学
祖
元
、
長
母
寺
無
住
道
暁
、
地
蔵
院
碧
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丹
周
皎
、
国
済
寺
俊
翁
令
山
、
南
禅
寺
大
岳
周
崇
な
ど
の
禅
僧
、
極
楽
寺
忍
性
の
律
僧
も
行
っ
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。

　
　
　（
三
）
修
法
の
場
所
と
方
法

　
修
法
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
十
五
箇
所
あ
る
が
、
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
非
常
に
多
く
二
十
七
回
に
も

の
ぼ
っ
て
い
る
。
記
録
さ
れ
て
い
る
十
五
箇
所
の
う
ち
、
神
泉
苑
五
十
六
回
が
断
然
多
い
。
こ
れ
は
前
に
掲
げ
た
一
覧
表
や
卍
元
師
蛮
の

論
の
よ
う
に
、
天
長
元
年
（
八
二
四
）
大
旱
の
際
、
東
寺
空
海
と
西
寺
守
敏
が
神
泉
苑
（
桓
武
天
皇
が
平
安
遷
都
の
時
造
設
し
た
庭
園
）

で
祈
雨
し
法
験
が
著
し
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
降
旱
天
に
は
多
く
の
真
言
僧
が
祈
雨
の
場
所
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
天
慶
四
年

（
八
八
〇
）
五
月
の
霖
雨
に
対
し
、
円
覚
寺
宗
睿
は
神
泉
苑
で
止
雨
法
を
修
し
、
効
験
を
得
て
い
る
（
一
三
一
下
）
こ
と
も
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
は
東
寺
（
含
灌
頂
院
）
十
四
回
、
宮
中
（
大
極
殿
・
高
陽
殿
・
仁
寿
殿
・
宮
庭
）
四
回
、
醍
醐
山
三
回
、
清
滝
祠
（
宮
）

二
回
で
、
後
は
す
べ
て
一
回
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
下
野
神
宮
寺
勝
道
の
補
陀
山
上
、
金
竜
寺
千
観
の
摂
州
瀑
所
樹
上
、
東
大
寺
戒
壇
院
凝
然
の
竜
池
、
東
叡
山
天
海
の
臨
潭
な

ど
は
特
殊
な
修
法
の
場
所
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
修
法
の
方
法
も
、
修
法
者
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
異
り
、
記
録
さ
れ
て
い
な
い
十
一
を
除
き
、
九
十
八
は
修
法
の
内
容
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
多
い
の
は
東
寺
や
醍
醐
寺
僧
が
行
っ
た
孔
雀
経
法
で
二
十
九
回
の
多
き
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
修
法
に
つ
い
て

は
専
門
外
で
あ
る
か
ら
詳
細
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
孔
雀
経
法
は
孔
雀
明
王
を
本
尊
と
し
て
、
除
災
・
請
雨
な
ど
の
た
め
に
修
す
る
法
で

あ
る
。
つ
ぎ
が
同
じ
く
東
寺
・
醍
醐
寺
・
安
祥
寺
僧
な
ど
が
修
し
た
請
雨
経
法
の
十
九
回
で
あ
る
。
請
雨
経
法
は
大
雲
輪
請
雨
経
の
所
説

に
よ
り
諸
大
竜
王
を
勧
請
し
雨
を
祈
る
修
法
で
、
本
朝
で
は
空
海
が
始
め
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
祈
雨
十
一
回
、
法
雩
八
回
、

読
経
（
祈
雨
・
精
祈
・
念
持
・
祈
雩
・
法
雩
）
九
回
、
修
法
、
水
天
供
（
水
天
を
供
養
し
、
雨
を
祈
請
す
る
修
法
）
四
回
、
誦
経
、
禱
法

雨
、
祈
が
共
に
三
回
、
仏
頂
尊
勝
法
、
精
祈
、
祈
雩
二
回
、
そ
の
他
大
仏
頂
法
（
諸
仏
の
最
頂
上
の
功
徳
を
総
摂
す
る
大
仏
頂
尊
を
供
養

す
る
法
）、
宝
楼
閣
法
（
宝
楼
閣
経
の
所
説
に
よ
り
、
釈
迦
如
来
を
本
尊
と
し
て
、
堂
塔
の
息
災
、
亡
者
得
脱
の
た
め
に
修
す
る
法
）、
大
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元
帥
法
（
大
元
帥
明
王
を
本
尊
と
し
て
、
鎮
護
国
家
、
敵
軍
降
伏
の
た
め
に
修
す
る
法
）、
持
誦
、
密
観
誦
呪
、
諷
誦
祈
雨
、
持
呪
精
祈
、

秘
法
な
ど
が
各
一
回
で
あ
る
。そ
の
他
の
な
か
に
は
高
麗
僧
慧
灌
の
青
衣
を
著
し
て
の
三
論
講
讚（
三
論
の
祖
、梁
・
法
朗
の
講
筵
に
依
る
）、

書
写
山
円
教
寺
寛
昌
の
祭
天
、
東
大
寺
円
照
の
誦
般
若
心
経
并
千
手
陀
羅
尼
な
ど
が
あ
る
が
、
と
り
わ
け
円
覚
寺
無
学
祖
元
や
南
禅
寺
大

岳
周
崇
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
極
楽
寺
忍
性
な
ど
禅
律
僧
の
修
法
は
無
視
で
き
な
い
。

　
無
学
祖
元
（
一
二
二
六
―
八
六
）
が
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
秋
の
大
旱
に
行
っ
た
法
雩
は
、
北
条
貞
時
が
竜
を
作
り
、
無
学
に
修

法
を
命
じ
た
も
の
で
、
無
学
は
「
偉
哉
戴
レ

角
擎
レ

頭
。
触
処
崩
レ

崖
裂
レ

石
。
蒼
生
久
矣
焦
枯
。
助
汝
一
声
霹
靂
」
と
賛
を
書
き
訖
っ

て
、
筆
を
以
て
竜
角
を
扣
く
と
同
時
に
雷
雨
大
澍
し
年
穀
は
実
っ
た
と
詳
記
し
て
い
る
。（
三
〇
三
上
）
ま
た
大
岳
周
崇
（
一
三
四
五
―

一
四
二
三
）
に
つ
い
て
は
、
応
永
十
八
年
（
一
四
一
一
）
の
畿
内
に
お
け
る
長
い
旱
に
対
し
て
、
朝
廷
の
勅
を
受
け
た
諸
宗
の
碩
徳
に
よ

る
神
泉
苑
の
法
雩
が
久
し
く
効
果
が
な
か
っ
た
の
で
、
将
軍
足
利
義
持
の
請
を
う
け
た
大
岳
は
、
神
泉
苑
に
赴
き
「
泉
苑
欲
レ
尋
二
空
海

蹤
一
。
霊
山
仏
意
勅
二
神
竜
一
。
方
今
天
下
憂
二
枯
涸
一
。
一
雨
宜
レ
沾
二
万
国
農
一
」と
偈
を
唱
え
た
ら
、即
時
に
霊
雨
が
降
り
注
い
だ
と
あ
る
。

ま
た
極
楽
寺
忍
性
（
一
二
一
七
―
一
三
〇
三
）
は
嘉
元
初
年
（
一
三
〇
三
）
夏
、
積
日
の
旱
に
清
滝
宮
で
持
呪
精
祈
し
た
ら
、
即
日
に
甘

雨
が
華
夷
を
悉
く
澍
し
た
と
あ
る
と
と
も
に
、
凡
そ
旱
澇
を
禱
す
る
こ
と
二
十
四
回
と
記
し
て
い
る
。

　
　
　（
四
）
修
法
の
応
験
と
恩
賞

　
修
法
に
対
す
る
応
驗
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
五
回
、
不
明
十
五
回
、
無
応
無
驗
、
愆
期
不
雨
な
ど
九
回
で

あ
る
。
ま
た
日
時
が
明
ら
か
な
も
の
で
も
、
表
記
が
究
め
て
複
雑
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
即
日
を
当
日
と
す
る
か
近
日
と
す
る
か
（
こ
こ

で
は
当
日
に
し
た
）
な
ど
の
問
題
も
あ
る
か
ら
、
表
記
に
基
づ
き
大
ま
か
に
纏
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
修
法
中
（
大
雨
・
膏
雨
・
　
甘
雨
・
霖
雨
・
疾
雨
、
得
驗
誦
時
）
十
二
回

　
応
時
・
応
期
　
四
回
　
　
散
日
（
結
願
日
）　
四
回

　
修
法
後
二
日
　
五
回
　
　
三
日
　
十
一
回
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四
日
　
七
回
　
　
五
日
　
四
回
　
　
七
日
　
六
回

　
十
日
　
一
回
　
　
十
三
日
　
二
回
　
　
十
六
日
　
一
回

　
二
十
日
　
一
回

　
即
日
（
即
、
即
時
、
登
日
）
十
一
回

　
不
崇
朝
　
一
回
　
　
踰
日
（
踰
宿
）
二
回

　
須
臾
（
斯
須
）
四
回
　
　
不
日
　
二
回

　
こ
の
よ
う
に
応
驗
は
修
法
中
の
十
二
回
が
も
っ
と
も
多
く
、
つ
ぎ
が
修
法
後
三
日
と
即
日
の
十
一
回
で
、
後
は
四
日
七
回
、
七
日
六
回

な
ど
と
な
っ
て
い
る
が
、
二
十
日
後
と
あ
る
の
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
修
法
に
よ
る
応
驗
に
対
し
て
の
恩
賞
に
つ
い
て
は
、
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
非
常
に
多
く
、
五
十
六
回
に
も
の
ぼ
っ
て
い

る
。
ま
た
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
賜
（
甚
多
、
多
品
、
甚

、
優
賞
、
綸
旨
）、
受
賞
、
蒙
賞
䞋
な
ど
と
あ
り
、
具
体
的
に
は
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
具
体
的
に
判
明
し
て
い
る
も
の
で
も
（
一
）
修
法
者
自
身
、（
二
）
弟
子
お
よ
び
関
係
者
、（
三
）
伴
僧
に
対

す
る
も
の
が
あ
る
。

　（
一
）
修
法
者
自
身

　（
1
）
任
僧
正
・
転
僧
正
　
七
人

高
麗
僧
慧
灌
　
醍
醐
寺
聖
宝
・
成
賢
　
香
隆
寺
寛
空

東
寺
成
宝
・
実
賢
　
安
祥
寺
道
宝

な
お
延
暦
寺
安
慧
は
辞
し
た
替
わ
り
に
年
分
度
者
十
二
人
、
御
衣
、
砂
金
千
両
を
賜
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
石
山
寺
元
杲
も
辞
し

て
お
り
、
伴
僧
各
に
僕
一
人
を
賜
わ
っ
て
い
る
。

　（
2
）
任
權
僧
正
・
転
權
僧
正
　
五
人
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香
隆
寺
寛
空
　
東
寺
寛
遍
・
延
杲
・
房
円
　
醍
醐
寺
成
賢

　（
3
）
任
法
印
　
一
人
　
東
寺
延
杲

　（
4
）
任
權
大
僧
都
　
一
人
　
醍
醐
寺
定
賢

　（
5
）
法
務
　
二
人
　
延
暦
寺
義
海
　
東
寺
経
範

　（
6
）
權
少
僧
都 
　
一
人
　
石
山
寺
元
杲

　（
7
）
權
律
師
　
一
人
　
東
寺
延
杲

　（
8
）
僧
綱
　
一
人
　
東
寺
俊
厳

　（
9
）
年
分
度
者
二
十
二
名
　
延
暦
寺
尊
意

　（
10
）
阿
闍
梨

　
　
　  

五
人
　
東
寺
信
証
・
寛
遍
（
二
回
）・
親
厳
、
醍
醐
寺
定
海

　
　
　  

四
人
　
東
寺
道
勝

　
　
　  

三
人
　
東
寺
実
賢

　
　
　  

二
人
　
東
寺
覚
教

　（
11
）
東
寺
一
長
者
　
一
人
　
東
寺
禎
喜

　（
12
）
東
寺
二
長
者
　
一
人
　
東
寺
済
延

　（
13
）
其
の
他

　
　
　  

輦
車
・
封
七
十
戸
　
醍
醐
寺
仁
海

　
　
　  

輦
車
　
仁
和
寺
信
覚

　
　
　  

牛
車
　
東
寺
寛
遍
・
延
杲
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駕
車
　
仁
和
寺
良
慧

　
　
　  
水
紋
伽
梨
　
万
寿
寺
東
山
湛
照

　
　
　  
金
錯
刀
　
　
地
蔵
院
碧
潭
周
皎

　（
二
）
弟
子
お
よ
び
関
係
者

　
　
　  

東
寺
覚
意
　
弟
子
厳
覚
敍
法
眼

　
　
　  

東
寺
印
性
　
弟
子
覚
教
敍
法
眼

　
　
　  

東
寺
成
宝
　
弟
子
親
宝
任
權
律
師

　
　
　  

仁
和
寺
道
尊
　
顕
覚
任
権
律
師

　
　
　  

醍
醐
寺
成
賢
　
弟
子
浄
真
任
權
律
師
　
定
範
為
法
印
　

　
　
　  

　
　
　
　
　
　
光
宝
　
転
大
僧
都

　
　
　  

東
寺
親
厳
　
聖
長
任
權
少
僧
都
　
厳
海
任
權
大
僧
都
　

　
　
　  

　
　
　
　
　
光
厳
為
律
師

　（
三
）
伴
僧

　
　
　  

醍
醐
寺
観
賢
　
二
十
伴
僧
各
度
者
一
人

　
　
　  

石
山
寺
元
杲
　
伴
僧
各
僕
一
人

　
こ
れ
に
よ
り
弟
子
お
よ
び
関
係
者
に
対
す
る
恩
賞
分
与
の
初
見
は
、
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
東
寺
覚
意
で
あ
る
が
、
醍
醐
寺
成
賢
や

東
寺
親
厳
は
共
に
三
人
の
多
き
に
分
与
し
て
い
る
。
ま
た
恩
賞
と
し
て
阿
闍
梨
を
賜
わ
っ
た
の
は
、
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
東
寺
信
証

が
初
見
で
、
仁
和
寺
成
就
院
へ
の
五
人
で
あ
る
が
、
そ
の
後
度
度
行
わ
れ
て
い
る
。
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二
　
彗
星
（
客
星
・
妖
星
）

　
　
　（
一
）
彗
星
（
客
星
・
妖
星
）
関
係
資
料
と
そ
の
一
覧

（
1
）
安
和
年
中
（
九
六
八
―
六
九
）
か
ら
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
仁
和
寺
寛
忠
修
二
孔
雀
経
法
一
。
止
二
彗
星
変
一
。（
六
六
二
下
）

（
2
）
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
春
彗
星
出
。
奉
レ
勅
（
醍
醐
寺
勝
覚
〈
一
〇
五
七
―
一
一
二
九
〉）
修
二
仁
王
経
法
一
。
妖
星
逐
レ
日
而
没
。

（
六
九
八
上
）

（
3
）
天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
六
月
彗
星
東
出
。
其
光
可
二
六
尺
許
一
。
詔
レ
（
仁
和
寺
寛
）
助
禱
レ
之
。
治
二
壇
宮
殿
一
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。

修
中
妖
星
没
。
賞
置
二
阿
闍
梨
五
人
於
（
仁
和
寺
）
成
就
院
一
。（
六
九
六
下
）〔
六
月
四
日
、
法
皇
千
僧
御
読
経
を
法
勝
寺
に
行
い
給
い
、
又

鳥
羽
殿
に
御
幸
あ
ら
せ
ら
れ
て
、
孔
雀
経
法
を
修
し
、
彗
星
を
祈
禳
し
給
う
。
是
日
、
法
成
寺
金
堂
釈
迦
仏
像
眉
間
の
珠
脱
落
す
。〕

（
4
）
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
十
月
客
星
出
地
震
。
召
二
（
延
暦
寺
行
）
玄
禁
中
一
。
修
二
熾
盛
光
法
一
。
二
変
共
止
。（
七
〇
五
下
）

（
5
）天
養
二
年（
一
一
四
五
）是
月
彗
星
出
。（
延
暦
寺
行
玄
）於
二（
宮
中
）昭
陽
舎
一
。
修
二
熾
盛
光
法
一
。
又
得
二
法
驗
一
。
転
二
大
僧
正
一
。

（
七
〇
五
下
）〔
四
月
五
日
、
彗
星
東
方
に
現
わ
る
。
十
日
、
星
変
に
依
り
て
、
梅
宮
及
び
当
宗
祭
を
延
引
す
。
是
日
、
孔
雀
経
法
を
院
の
御
所
に
修
す
。

廿
九
日
、
天
台
座
主
行
玄
に
熾
盛
光
法
を
、
法
印
宗
雲
に
七
仏
薬
師
法
を
修
せ
し
め
、
彗
星
を
禳
わ
し
む
。〕

（
6
）
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
十
月
彗
星
出
。
有
レ
詔
（
仁
和
寺
道
宝
）
修
二
五
大
虚
空
蔵
法
一
。
修
中
妖
星
隠
。
越
レ
月
又
出
。
修
二
孔
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雀
経
法
一
。
即
永
隠
。
賞
二―
補
弟
子
道
助
一
。
敍
二
三
品
一
。
為
二
金
剛
峰
寺
檢
校
一
。（
七
二
四
下
）〔
九
月
三
十
日
、
彗
星
西
方
に
見
わ
る
。

尋
で
大
般
若
経
を
転
読
し
、
天
地
災
変
祭
等
を
行
い
、
之
を
祈
禳
せ
し
む
。
上
皇
も
亦
、
伊
勢
大
神
宮
以
下
、
諸
社
に
神
馬
を
献
じ
て
、
之
を
祈
り
給
う
。

十
一
月
十
一
日
、
彗
星
再
び
現
わ
る
。
道
宝
法
親
王
を
し
て
押
小
路
殿
に
孔
雀
法
を
修
せ
し
め
て
天
変
を
祈
禳
せ
ら
る
〕

（
7
）
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
冬
十
月
。
彗
星
出
。（
延
暦
寺
慈
円
）
修
二
熾
盛
光
法
一
。
其
驗
如
レ
初
（
建
久
元
年
冬
十
一
月
天
変
即
止
）。

越
レ
月
復
出
。
修
二
金
輪
法
一
。
彗
茀
永
隠
。（
七
二
九
下
）

（
8
）貞
応
元
年（
一
二
二
二
）九
月
彗
星
。
奉
レ
詔（
仁
和
寺
道
助
）修
二
北
斗
法
於
大
聖
院
一
。
及
二
撤
壇
夜
一
。
悪
星
即
没
。（
七
三
二
上
）〔
八

月
一
日
、
彗
星
出
現
す
。
十
三
日
、
幕
府
、
彗
星
の
出
現
に
依
り
、
百
日
泰
山
府
君
祭
を
修
す
。
二
十
日
、
幕
府
、
地
震
彗
星
等
に
依
り
て
、
三
万
六
千
神
祭
、

天
地
炎
変
祭
、
天
曺
地
府
祭
、
七
座
泰
山
府
君
祭
等
を
修
し
て
、
之
を
祈
禳
せ
し
む
。
廿
五
日
、
彗
星
御
祈
、
道
助
法
親
王
を
し
て
、
大
北
斗
法
を
修
せ
し
む
〕

（
9
）
寛
嘉
二
年
（
一
二
三
〇
）
冬
十
二
月
客
星
出
。
勅
レ
（
東
寺
親
）
厳
禳
レ
之
。
率
二
厳
海
・
俊
厳
・
宣
厳
・
親
杲
一
。
於
二
東
寺
講
堂
一
。

修
二
仁
王
経
法
一
。
左
衛
門
權
佐
藤
信
盛
。
看
二―
護
法
筵
一
。
第
五
夜
妖
星
隠
。
賞
置
阿
闍
梨
五
人
於
講
堂
一
。（
七
二
八
下
）〔
十
二
月

十
三
日
、
十
三
社
に
奉
幣
し
て
、
客
星
を
祈
禳
す
。
尋
で
、
紫
宸
殿
に
於
て
御
読
経
を
行
わ
せ
ら
る
〕

（
10
）貞
永
元
年（
一
二
三
二
）秋
九
月
彗
星
出
。（
仁
和
寺
道
深
）於
二
紫
宸
殿
一
。
修
二
孔
雀
経
法
一
。
客
星
即
没
。（
七
三
二
下
）〔
閏
九
月
四
日
、

彗
星
出
現
す
。
十
日
、
幕
府
、
彗
星
出
現
に
依
り
て
、
八
字
文
殊
法
等
を
修
す
。
尋
で
鶴
岡
八
幡
宮
に
於
て
、
臨
時
神
楽
及
び
仁
王
会
を
行
う
。
十
七
日
、

仁
和
寺
道
深
法
親
王
を
し
て
閑
院
内
裏
に
於
て
孔
雀
法
を
修
せ
し
む
。
是
日
、天
台
座
主
尊
性
法
親
王
金
輪
法
を
、東
寺
長
者
僧
正
親
厳
仏
眼
法
等
を
修
す
。

延
暦
寺
根
本
中
堂
に
於
て
同
寺
三
塔
相
謀
り
、
千
部
仁
王
経
摺
写
供
養
を
行
い
彗
星
を
祈
禳
す
〕
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（
11
）天
福
元
年（
一
二
三
三
）冬
十
月
客
星
出
。（
東
寺
親
厳
）又
修
二
仁
王
経
法
一
。第
七
日
妖
星
消
。上
足
厳
海
任
二
權
僧
正
一
。（
七
二
八
下
）

（
12
）
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
十
二
月
。
妖
星
西
出
。
詔
（
延
暦
寺
慈
源
）
修
二
七
仏
薬
師
法
一
。
結
願
日
妖
星
隠
。
賞
置
二
阿
闍
梨
三

口
於
睿
山
。（
七
三
五
下
）〔
十
二
月
三
十
日
、
天
台
座
主
慈
源
、
如
意
輪
法
を
修
す
。〕

（
13
）仁
治
二
年（
一
二
四
一
）冬
十
月
彗
星
出
。
召
二
諸
山
座
主
於
禁
殿
一
。
行
二
七
仏
薬
師
法
一
。（
延
暦
寺
慈
）源
為
二
大
阿
闍
梨
一
。（
七
三
五

下
）〔
十
月
九
日
、
流
星
、
天
を
亘
る
。〕

（
14
）寛
元
三
年（
一
二
四
五
）三
月
。
彗
星
東
見
。
又
詔
レ（
延
暦
寺
慈
）源
修
二
熾
盛
光
法
於
宮
中
一
。
得
レ
驗
。
任
二
大
僧
正
一
。（
七
三
五
下
）

〔
三
月
一
日
、
彗
星
、
室
壁
の
間
に
見
わ
る
。
孔
雀
経
法
の
勧
賞
あ
り
、
阿
闍
梨
五
口
を
神
護
寺
に
置
く
。
四
日
、
彗
星
見
わ
る
。
七
日
、
天
台
座
主
慈
源

に
命
じ
て
、
熾
盛
光
法
を
禁
中
に
修
し
て
、
天
変
を
禳
わ
し
む
。
十
一
日
、
彗
星
を
祈
禳
す
。
十
四
日
、
熾
盛
光
法
結
願
、
是
日
、
五
壇
法
を
禁
中
に
修

し
て
、
天
変
を
禳
う
。
十
六
日
、
幕
府
、
彗
星
を
祈
禳
す
。
十
九
日
、
幕
府
、
七
座
泰
山
府
君
祭
を
修
し
て
、
彗
星
を
禳
う
〕

（
15
）
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
七
月
彗
星
。（
東
寺
定
親
）
就
二
万
里
小
路
洞
院
一
。
修
二
仁
王
経
法
一
。
大
茀
忽
匿
。（
七
三
五
上
）〔
十
日

後
深
草
上
皇
御
所
に
正
観
音
法
、
十
一
日
後
深
草
上
皇
御
所
に
薬
師
法
、
十
六
日
後
深
草
上
皇
御
所
に
熾
盛
光
法
、
北
斗
法
を
修
し
彗
星
を
禳
う
〕

（
16
）
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
七
月
彗
星
。（
仁
和
寺
隆
澄
）
修
二
五
壇
法
一
。（
隆
）
澄
預
二
中
央
一
。
無
レ
何
彗
没
。
賞
置
二
阿
闍
梨
一
口

於
（
仁
和
寺
）
理
智
院
一
。（
七
三
四
下
）〔
七
月
四
日
、
彗
星
見
わ
る
。
十
五
日
、
金
輪
法
を
禁
中
に
修
し
て
、
彗
星
を
禳
う
。
廿
七
日
、
彗
星
を
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祈
禱
す
〕

（
17
）
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
二
月
。（
仁
和
寺
道
融
）
結
二
壇
禁
中
一
。
修
二
仁
王
経
法
一
。
彗
星
乃
隠
。
優
称
寄
二
阿
闍
梨
五
人
於
蓮
華

光
院
一
。（
七
三
九
下
）〔
正
月
十
六
日
、
彗
星
、
西
方
に
見
わ
る
。
二
月
廿
四
日
、
五
壇
法
を
禁
中
に
修
し
彗
星
を
禳
う
〕

　
い
ま
一
覧
を
掲
げ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

年
　
　
　
月

修
法
者

場
　
所

修
　
法

応
　
驗

恩
　
賞

備
　
考

典
　
拠

（
1
）
安
和
年
中
（
九
六
八
―
九
）

　
　
↓

貞
元
二
（
九
七
七
）

仁
和
寺
寛
忠

孔
雀
経
法

止
彗
星
変

六
六
二
下

（
2
）
長
治
二
（
一
一
〇
五
）
春

醍
醐
寺
勝
覚

仁
王
経
法

逐
レ
日
而
没

六
九
八
上

（
3
）
天
永
元
（
一
一
一
〇
）
六
月

仁
和
寺
寛
助

宮
殿

孔
雀
経
法

修
中

阿
闍
梨
五
人
仁

和
寺
成
就
院

六
九
六
下

（
4
）
康
治
二
（
一
一
四
三
）
十
月

延
暦
寺
行
玄

禁
中

熾
盛
光
法

七
〇
五
下

（
5
）
天
養
二
（
一
一
四
五
）

延
暦
寺
行
玄

宮
中
昭
陽
舍

熾
盛
光
法

得
法
驗

転
大
僧
正

七
〇
五
下

（
6
）
承
元
四
（
一
二
一
〇
）
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　  

十
一
月

仁
和
寺
道
宝

仁
和
寺
道
宝

五
大
虚
空
蔵
法

孔
雀
経
法

修
中

即
永
隠

弟
子
道
助
敍
三

品金
剛
峰
寺
檢
校

七
二
四
下

（
7
）
承
元
四
（
一
二
一
〇
）
冬
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　  

十
一
月

延
暦
寺
慈
円

延
暦
寺
慈
円

熾
盛
光
法

金
輪
法

即
止

永
隠

七
二
九
下

（
8
）
貞
応
元
（
一
二
二
二
）
九
月

仁
和
寺
道
助

大
聖
院

北
斗
法

撤
壇
夜

七
三
二
上
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（
9
）
寛
喜
二
（
一
二
三
〇
）
冬
十
二
月
東
寺
親
厳

東
寺
講
堂

仁
王
経
法

第
五
夜

阿
闍
梨
五
人
講

堂

率
厳
海
・
俊
厳
・
宣
厳
・
親

杲

七
三
二
下

（
10
）
貞
永
元
（
一
二
三
二
）
秋
九
月

仁
和
寺
道
深

紫
宸
殿

孔
雀
経
法

即
没

七
三
二
下

（
11
）
天
福
元
（
一
二
三
三
）
冬
十
月

東
寺
親
厳

仁
王
経
法

第
七
日

上
足
厳
海
任
權

僧
正

七
二
八
下

（
12
）
暦
仁
元
（
一
二
三
八
）
十
二
月

延
暦
寺
慈
源

七
仏
薬
師
法

結
願
日

阿
闍
梨
三
口
叡

山

七
三
五
下

（
13
）
仁
治
二
（
一
二
四
一
）
冬
十
月

諸
山
座
主

禁
殿

七
仏
薬
師
法

延
暦
寺
慈
源
大
阿
闍
梨

七
三
五
下

（
14
）
寛
元
三
（
一
二
四
五
）
三
月

延
暦
寺
慈
源

宮
中

熾
盛
光
法

得
驗

任
大
僧
正

七
三
五
下

（
15
）
文
永
元
（
一
二
六
四
）
七
月

東
寺
定
親

万
里
小
路
洞
院

仁
王
経
法

忽
匿

七
三
五
上

（
16
）
文
永
元
（
一
二
六
四
）
七
月

仁
和
寺
隆
澄

五
壇
法

無
何
没

阿
闍
梨
一
口
仁
和

寺
理
智
院

五
大
明
王
を
五
壇
に
飾
る

七
三
四
下

（
17
）
文
永
十
（
一
二
七
三
）
二
月

仁
和
寺
道
融

禁
中

仁
王
経
法

乃
隠

阿
闍
梨
五
人
蓮

華
光
院

七
三
九
下

　
こ
の
よ
う
に
彗
星
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
天
養
二
年
（
一
一
四
五
）
行
玄
ま
で
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
断
続
的
に
あ
り
、
そ
れ
以
降
は

継
続
し
て
い
る
。

　
　
　（
二
）
彗
星
（
客
星
・
妖
星
）
の
発
生
時
期
と
修
法
者

　
ま
ず
発
生
時
期
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
一
覧
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
記
録
は
十
七
件
あ
る
が
、
二
件
は
越
月
の
修
法
で
あ
る
と
と
も

に
、
二
件
は
不
明
で
あ
る
。
い
ま
総
括
す
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
二
月
　
　
一
回
　
　
　
三
月
　
　
一
回
　
　
　
春
　
　
一
回
　
　
　
六
月
　
一
回

　
七
月
　
　
二
回
　
　
　
九
月
　
　
二
回
　
　
　
十
月
　
五
回
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十
一
月
　
二
回
　
　
　
十
二
月
　
二
回
　
　
　
越
月
　
二
回

　
無
記
録
　
二
回

　
こ
の
よ
う
に
十
月
を
中
心
に
秋
か
ら
冬
に
か
け
多
く
発
生
し
、
春
か
ら
夏
に
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
修
法
者
は
寺
院
別
に
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
仁
和
寺
　
寛
忠
・
寛
助
・
道
宝
（
二
回
）
道
助
・
道
深
・
隆
澄
・
道
融
　
七
人
　
八
回

　
延
暦
寺
　
行
玄
（
二
回
）
慈
円
（
二
回
）
慈
深
（
二
回
）　
三
人
　
六
回

　
東
寺
　
　
親
厳
（
二
回
）
定
親
　
二
人
　
三
回

　
醍
醐
寺
　
勝
覚
　
一
人
　
一
回

　
諸
山
座
主
　
一
回

　
こ
れ
に
よ
り
仁
和
寺
関
係
者
が
も
っ
と
も
多
く
、
そ
れ
か
ら
延
暦
寺
・
東
寺
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
前
に
述
べ
た
旱
魃
の
修
法
で
は
、

東
寺
が
頭
抜
け
て
お
り
、
続
い
て
醍
醐
寺
・
仁
和
寺
で
あ
っ
た
が
、
彗
星
の
修
法
は
仁
和
寺
・
延
暦
寺
が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
二
回
修
法
し
た
の
は
仁
和
寺
道
宝
、
延
暦
寺
行
玄
・
慈
円
・
慈
源
、
東
寺
親
厳
の
五
人
で
あ
る
。

　
　
　（
二
）
修
法
の
場
所
と
方
法

　
修
法
の
場
所
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
七
件
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
宮
中
（
宮
殿
・
禁
中
・
紫
宸
殿
）　
七

　
大
聖
院
　
一
　
　
東
寺
講
堂
　
一
　
　
万
里
小
路
洞
院
　
一

　
こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
宮
中
（
宮
殿
・
禁
中
・
紫
宸
殿
）
に
お
け
る
修
法
が
極
め
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向

は
光
孝
天
皇
の
御
願
に
よ
り
創
建
さ
れ
、
宇
多
天
皇
の
功
に
よ
り
落
慶
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
降
累
代
法
親
王
が
入
住
さ
れ
た
仁
和
寺

や
、
京
都
の
鬼
門
に
当
る
鎮
護
国
家
の
道
場
で
あ
る
延
暦
寺
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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つ
ぎ
に
修
法
の
方
法
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
仁
王
経
法
　
五
回
　
　
孔
雀
経
法
　
四
回

　
熾
盛
光
法
　
四
回
　
　
七
仏
薬
師
法
　
二
回

　
五
大
虚
空
蔵
法
　
一
回
　
　
金
輪
法
　
一
回

　
北
斗
法
　
一
回
　
　
五
壇
法
　
一
回

　
仁
王
経
法
は
鎮
護
国
家
や
七
難
（
日
月
・
星
辰
・
火
・
風
・
炎
・
旱
・
兵
賊
）
除
滅
の
法
で
あ
る
。
ま
た
孔
雀
経
法
に
つ
い
て
は
旱
魃

の
項
で
触
れ
た
の
で
省
略
す
る
が
、
熾
盛
光
法
は
熾
盛
光
如
来
を
本
尊
と
す
る
除
災
招
福
の
秘
法
で
、
山
門
四
箇
大
法
の
一
つ
で
あ
る
。

七
仏
薬
師
法
は
薬
師
如
来
を
本
尊
と
し
て
、
息
災
・
安
産
を
祈
る
修
法
で
、
叡
山
四
箇
大
法
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
五
大
虚
空
蔵

法
は
五
大
（
地
・
水
・
火
・
風
・
空
）
虚
空
蔵
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
、
智
慧
・
福
徳
を
祈
り
修
す
る
密
法
で
あ
り
、
金
輪
法
は
最
勝
深
秘

で
威
徳
熾
盛
で
あ
る
一
字
金
輪
を
本
尊
と
し
て
、
止
雨
・
除
病
・
延
寿
な
ど
の
功
能
が
あ
り
、
息
災
法
と
し
て
修
さ
れ
る
法
で
あ
る
。
ま

た
北
斗
法
は
北
斗
七
星
を
本
尊
と
し
て
、
息
災
や
天
変
地
妖
を
除
く
た
め
に
修
す
る
密
法
で
あ
り
、
最
後
の
五
壇
法
は
五
大
明
王
を
五
壇

に
飾
り
、
兵
乱
鎮
定
・
息
災
・
増
益
の
た
め
に
祈
禱
す
る
修
法
で
あ
る
。

　
　
　（
三
）
修
法
の
応
驗
と
恩
賞

　
修
法
に
対
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
先
の
一
覧
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
記
録
の
な
い
も
の
が
二
回
あ
る
が
、
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で

も
、
具
体
的
で
な
い
も
の
な
ど
、
表
記
が
多
種
多
様
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
大
ま
か
に
纏
め
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
修
法
中
　
二
回

　
即
止
（
即
没
・
即
永
隠
・
忽
匿
）　
四
回

　
結
願
日
（
徹
壇
夜
）　
二
回
　
　
乃
隠
　
一
回

　
第
五
夜
　
一
回
　
　
第
七
夜
　
一
回
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無
何
没
　
一
回
　
　
逐
日
　
一
回

　
得
法
驗
（
得
驗
）　
二
回
　
　
永
隠
　
一
回

　
こ
れ
に
よ
り
修
法
中
や
　
即
止
、
あ
る
い
は
結
願
日
な
ど
が
多
く
み
ら
れ
、
応
驗
が
著
し
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
応
驗
に
対
す
る
恩
賞
に
つ
い
て
は
、
記
録
が
な
い
も
の
が
九
回
あ
る
が
、
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
旱
魃
の
項
と
同
じ
よ
う

に
、
修
法
者
自
身
や
弟
子
へ
の
分
与
が
あ
る
。
い
ま
列
挙
す
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
修
法
者
自
身

①
任
（
転
）
大
僧
正
　
二
人
（
延
暦
寺
行
玄
・
慈
源
）

②
金
剛
峰
寺
檢
校
　
　
一
人
（
仁
和
寺
道
宝
）

③
阿
闍
梨

　
　
五
人
　
仁
和
寺
寛
助
・
道
融
　
東
寺
親
厳

　
　
三
人
　
延
暦
寺
慈
源

　
　
一
人
　
仁
和
寺
隆
澄

　
弟
子
へ
の
分
与

　
　
仁
和
寺
道
宝
　
弟
子
道
助
敍
三
品

　
　
東
寺
親
厳
　
　
上
足
厳
海
任
權
僧
正

　
　
三
　
日
蝕

　
　
　（
一
）
日
蝕
関
係
資
料
と
そ
の
一
覧

（
1
）
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
有
レ
勅
（
延
暦
寺
行
玄
）
睿
山
中
堂
修
二
七
仏
薬
師
法
一
。
祈
二
日
食
一
而
有
驗
。
賜
牛
車
宣
一
。（
七
〇
五
下
）
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（
2
）
某
年
日
有
レ
食
。
詔
レ（
園
城
寺
増
）
智
禱
レ
之
。
即
於
二
睿
峰
根
本
中
堂
一
。
修
二
七
仏
薬
師
法
一
。
其
日
黒
雲
覆
レ
天
。
賞
賜
二
牛
車
一
。

重
下
二
宣
旨
一
曰
。
卿
之
法
裔
。
禱
二
日
月
食
一
。
入
二
禁
門
一
。
時
永
許
レ
乗
レ
車
。
衆
以
為
レ
栄
。（
七
一
九
下
）

（
3
）
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
正
月
朔
日
食
。
奉
レ
詔
（
仁
和
寺
道
法
）
修
二
北
斗
法
一
。
浮
雲
覆
レ
蝕
。
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
賜
レ

乗
二
牛
車
一
。（
七
二
四
下
）〔
正
月
一
日
、
日
蝕
御
祈
。
節
会
を
行
い
小
朝
拝
を
停
む
〕

（
4
）建
保
六
年（
一
二
一
八
）七
月
朔
日
食
。
詔（
仁
和
寺
道
助
）於
二
藤
相
国
亭
一
。
先
レ
庚
七
日
。
修
二
仁
王
経
法
一
。
至
レ
期
雲
雨
覆
レ
天
。

賞
弟
子
二
人
昇
二
僧
綱
一
。（
七
三
二
上
）〔
七
月
一
日
、
日
食
、
後
鳥
羽
上
皇
道
助
法
親
王
を
し
て
仁
王
経
法
を
大
炊
殿
に
修
せ
し
め
て
、
之
を
祈

禳
せ
ら
る
〕

（
5
）
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
冬
十
二
月
日
食
之
。
勅
レ
（
東
寺
定
）
豪
加
持
。
雨
降
不
レ
見
。
賞
管
二
寺
務
法
務
一
。（
七
三
〇
下
）〔
十
二

月
廿
三
日
太
白
（
金
星
）
辰
星
（
水
星
・
房
星
）
を
犯
す
〕

（
6
）
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
正
月
朔
日
有
レ
蝕
之
。
奉
レ
勅
（
仁
和
寺
隆
澄
）
加
持
。
俄
小
雨
雲
覆
レ
日
。
歴
レ
時
解
駁
天
晴
。（
七
三
四

下
）〔
一
日
、
四
方
拝
、
是
日
、
日
食
に
依
り
て
小
朝
拝
、
節
会
、
院
拝
礼
を
停
め
、
東
寺
長
者
僧
正
隆
澄
を
し
て
之
を
祈
禳
せ
し
む
〕

（
7
）
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
冬
十
一
月
。
詔
（
仁
和
寺
道
融
）
祈
二
日
蝕
一
。
臨
レ
期
雲
雨
。
賞
以
二
寛
智
一
任
二
權
少
僧
都
一
。
越
レ
月

領
二
寺
務
法
務
一
。
為
二
護
持
僧
一
。（
七
三
九
下
）
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（
8
）
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）
二
月
。（
仁
和
寺
道
融
）
祈
二―
禱
日
蝕
一
。
乃
預
二
優
賞
一
。（
七
三
九
下
）〔
二
月
一
日
、日
食
御
祈
、本
朝
高
僧
伝
〕

（
9
）
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
五
月
。（
仁
和
寺
隆
助
）
祈
二
日
蝕
一
。
驗
。
賞
転
二
僧
正
一
。
奏
置
二
阿
闍
梨
五
人
於
高
野
山
一
。（
七
三
九

上
）〔
五
月
一
日
、
日
食
〕

（
10
）
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
八
月
朔
（
仁
和
寺
奝
助
）
禱
二
日
蝕
一
。（
七
四
一
上
）〔
八
月
一
日
、
日
食
〕

（
11
）
健
治
三
年
（
一
二
七
七
）
春
任
二
東
寺
長
者
一
。（
仁
和
寺
了
遍
）
加
二―
持
日
食
一
。
当
レ
蝕
雨
降
。（
七
四
三
下
）

（
12
）
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
四
月
（
東
寺
道
耀
）
禱
二
日
蝕
一
。
旹
陰
雲
覆
二
虧
景
一
。
帝
有
二
優
賞
一
置
二
阿
闍
梨
二
口
於
高
野
奥
院
一
。

（
七
四
三
上
）〔
閏
七
月
一
日
、
日
食
、〕

（
13
）
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
三
月
朔
。
勅
（
醍
醐
寺
定
任
）
禱
二
日
蝕
一
。
先
レ
期
連
日
陰
雲
。
至
レ
暁
大
雨
。
已
霽
無
レ
蝕
。
星
又
稀
出
。

群
臣
奏
曰
。
王
都
見
二
日
輪
一
。
他
国
看
二
虧
蝕
一
。
乃
賜
二
綸
旨
一
曰
。
紅
輪
影
無
レ
虧
。
壁
光
猶
明
。
災
異
之
不
レ
現
。
法
驗
之
所
レ
致
也
。

（
七
四
三
下
）〔
三
月
一
日
、
日
食
御
祈
〕

（
14
）
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
冬
。
勅
（
東
寺
弘
舜
）
祈
二
日
食
一
。
修
法
得
レ
驗
。
賞
以
二
弘
寛
一
。
任
二
權
少
僧
都
一
。（
七
四
六
上
）
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（
15
）
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
四
月
。
日
蝕
（
東
寺
道
意
）
修
法
奏
レ
効
。
賜
レ
旨
優
賞
。（
七
四
七
下
）〔
一
日
、
日
食
、
正
現
せ
ず
〕

（
16
）
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
六
月
朔
。（
東
寺
定
憲
）
又
祈
二
日
食
一
。
早
朝
雨
降
。
蝕
過
天
晴
。
都
下
極
賞
レ
不
レ
辱
二
君
命
一
。（
七
五
〇

下
）〔
一
日
、
日
食
、
北
朝
、
東
寺
長
者
僧
正
定
憲
を
し
て
、
之
を
祈
禳
せ
し
む
〕

　
以
上
の
資
料
を
一
覧
表
に
し
て
掲
げ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

時
　
　
　
期

修
法
者

場
　
所

修
　
法

応
　
驗

恩
　
賞

備
　
考

典
　
拠

（
1
）
康
治
二
（
一
一
四
三
）

延
暦
寺
行
玄

叡
山
中
堂

七
仏
薬
師
法

有
驗

賜
牛
車
宣

七
〇
五
下

（
2
）

園
城
寺
増
智

叡
峰
根
本
中
堂

七
仏
薬
師
法

其
日
黒
雲
覆
天

賜
牛
車

法
裔
禱
日
月
食
、
入
禁
門
許

乗
車

七
一
九
下

（
3
）
建
久
十
（
一
一
九
九
）
正
月
朔
日
仁
和
寺
道
法

北
斗
法

浮
雲
覆
蝕

賜
乗
牛
車

七
二
四
下

（
4
）
建
保
六
（
一
二
一
八
）
七
月
朔
日
仁
和
寺
道
助

藤
相
国
亭

仁
王
経
法

至
期
雲
雨
覆
天

弟
子
二
人
昇
僧

綱

七
三
〇
上

（
5
）
嘉
禎
二
（
一
二
三
六
）
冬
十
二
月
東
寺
定
豪

加
持

雨
降
不
見

管
二
寺
務
法
務
一

七
三
〇
下

（
6
）
文
永
二
（
一
二
六
五
）
正
月
朔
日
仁
和
寺
隆
澄

加
持

俄
小
雨
雲
覆
日

歴
時
解
駁
天
晴

七
三
四
下

（
7
）
文
永
三
（
一
二
六
六
）
冬
十
一
月
仁
和
寺
道
融

祈
日
蝕

臨
期
雲
雨

寛
智
任
少
僧
都

寺
務
法
務
護
持

僧

七
三
九
下

（
8
）
文
永
四
（
一
二
六
七
）
二
月

仁
和
寺
道
融

祈
禱

優
賞

七
三
九
下
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（
9
）
文
永
七
（
一
二
七
〇
）
五
月

仁
和
寺
隆
助

祈

驗

転
僧
正

阿
闍
梨
五
人
高

野
山

七
三
九
上

（
10
）
文
永
九
（
一
二
七
二
）
八
月
朔

仁
和
寺
奝
助

禱

七
四
一
上

（
11
）
健
治
三
（
一
二
七
七
）
春

仁
和
寺
了
遍

加
持

当
蝕
雨
降

七
四
三
下

（
12
）
弘
安
四
（
一
二
八
一
）
四
月

東
寺
道
耀

禱

旹
陰
雲
覆
虧
景

阿
闍
梨
二
口
高

野
奥
院

七
四
三
上

（
13
）
徳
治
二
（
一
三
〇
七
）
三
月
朔

醍
醐
寺
定
任

禱

先
期
連
日
陰
雲

至
暁
大
雨

七
四
三
下

（
14
）
元
応
元
（
一
三
一
九
）
冬

東
寺
弘
舜

祈

得
驗

弘
寛
任
權
少
僧

都

七
四
六
下

（
15
）
元
亨
四
（
一
三
二
四
）
四
月

東
寺
道
意

修
法

奏
効

賜
旨
優
賞

七
四
七
下

（
16
）
延
文
三
（
一
三
五
八
）
六
月
朔

東
寺
定
憲

祈

早
朝
雨
降

七
五
〇
下

　
こ
の
よ
う
に
日
蝕
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
延
暦
寺
行
玄
か
ら
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
仁
和
寺
隆
澄
ま
で

は
断
続
的
に
あ
り
、
そ
れ
以
降
は
継
続
的
に
あ
る
。

　
　
　（
二
）
発
生
時
期
と
修
法
者

　
ま
ず
発
生
時
期
に
つ
い
て
は
、
不
明
の
二
件
と
九
・
十
月
を
除
き
満
遍
な
く
発
生
し
て
い
る
。
い
ま
総
括
し
て
掲
げ
る
と
つ
ぎ
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
一
月
朔
　
二
回
　
　
　
二
月
　
　
一
回
　
　
　
三
月
朔
　
一
回

　
春
　
　
　
一
回
　
　
　
四
月
　
　
二
回
　
　
　
五
月
　
一
回
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六
月
朔
　
一
回
　
　
　
七
月
朔
　
一
回
　
　
　
八
月
朔
　
一
回

　
十
一
月
　
一
回
　
　
　
十
二
月
　
一
回
　
　
　
冬
　
　
　
一
回

　
こ
れ
か
ら
一
月
・
四
月
は
二
回
発
生
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
一
月
（
二
回
）・
三
・
六
・
七
・
八
月
は
朔
日
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
修
法
者
は
寺
院
別
に
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
仁
和
寺
　
八
回
　
　
　
東
寺
　
五
回
　
　
　
園
城
寺
　
一
回

　
延
暦
寺
　
一
回
　
　
　
醍
醐
寺
　
一
回

　
こ
の
よ
う
仁
和
寺
・
東
寺
関
係
者
が
多
い
が
、
仁
和
寺
道
融
は
二
回
修
法
し
て
い
る
。

　
　
　（
三
）
修
法
の
場
所
と
方
法

　
修
法
の
場
所
に
つ
い
て
の
記
録
は
殆
ん
ど
な
く
、
わ
ず
か
に
延
暦
寺
行
玄
と
園
城
寺
増
智
が
行
っ
た
叡
山
根
本
中
堂
と
、
仁
和
寺
道
助

が
修
し
た
藤
相
国
亭
の
三
回
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
ま
た
修
法
も
具
体
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
非
常
に
少
な
い
。

　
七
仏
薬
師
法
　
二
回
　
　
　
北
斗
法
　
一
回

　
仁
王
経
法
　
　
一
回
　
　
　
加
持
　
　
三
回

　
修
法
　
　
　
　
一
回
　
　
　
祈
（
禱
）　
八
回

　
な
お
七
仏
薬
師
法
を
修
し
た
も
の
は
、延
暦
寺
行
玄
と
園
城
寺
増
智
で
い
ず
れ
も
薬
師
如
来
像
を
安
置
し
た
根
本
中
堂
で
行
っ
て
い
る
。

　
　
　（
四
）
修
法
の
応
験
と
恩
賞

　
ま
ず
修
法
の
応
験
に
つ
い
て
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
二
件
あ
る
が
、
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
極
め
て
抽
象
的
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
多
種
多
様
で
あ
る
。



『本朝高僧伝』における気象関係資料について  ―旱魃・彗星・日蝕・月蝕を中心として―

― 105 ―

　
雲
覆
天
　
三
回
　
　
　
雲
雨
　
四
回
　
　
　
雨
　
三
回

　
有
驗
（
効
）　
四
回

　
ま
た
恩
賞
に
つ
い
て
の
記
録
は
十
一
件
あ
る
。

　
　
修
法
者
自
身

　
転
僧
正
　
一
人
　
仁
和
寺
隆
助

　
賜
牛
車
　
三
人
　
延
暦
寺
行
玄
・
園
城
寺
増
智
・
仁
和
寺
道
法

　
寺
務
法
務
　
一
人
　
仁
和
寺
定
豪

　
寺
務
法
務
・
護
持
僧
　
一
人
　
仁
和
寺
道
融

　
阿
闍
梨

　
　
五
人
（
高
野
山
）
仁
和
寺
隆
助

　
　
二
人
（
高
野
奥
院
）
東
寺
道
耀

　
　
弟
子
へ
の
分
与

　
仁
和
寺
道
助
　
　
弟
子
二
人
昇
僧
綱

　
仁
和
寺
道
融
　
　
寛
智
任
少
僧
都

　
東
寺
弘
舜
　
　
　
弘
寛
任
權
少
僧
都

　
　
四
　
月
蝕

　
　
　（
一
）
月
蝕
関
係
資
料
と
そ
の
一
覧
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（
1
）
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
仲
冬
。
望
夜
月
有
レ
蝕
之
。
奉
レ
勅
（
仁
和
寺
道
尊
）
修
二
一
字
金
輪
法
一
。
天
陰
雨
降
（
七
二
七
下
）〔
十
一

月
十
五
日
、
月
食
〕

（
2
）
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
季
秋
月
蝕
。（
東
寺
覚
教
）
祈
乃
得
レ
驗
。
因
奏
東
寺
神
護
高
野
。
各
置
二
阿
闍
梨
一
人
一
。（
七
三
一
下
）

（
3
）
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
正
月
。（
東
寺
実
賢
）
祈
二
月
蝕
一
。
有
レ
徴
。（
七
三
三
上
）

（
4
）
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
五
月
（
東
寺
実
賢
）
禱
二
月
蝕
一
又
驗
。
賞
置
二
伴
僧
二
人
於
清
滝
宮
一
。（
七
三
三
上
）〔
五
月
十
三
日
、陰
陽
師
、

月
食
の
こ
と
を
争
論
す
。
十
五
日
、
月
食
御
祈
。
十
六
日
、
月
食
。
廿
三
日
、
月
食
御
祈
の
勸
賞
を
行
い
、
阿
闍
梨
二
口
を
清
滝
宮
に
置
く
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
5
）
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
八
月
十
四
夜
。（
東
寺
道
乗
）
禱
レ
蝕
有
レ
驗
。
朝
賞
以
二
仁
教
一
敍
二
法
印
一
。
以
二
（
道
）
乗
奏
一
公
聖
為
二

權
大
僧
都
一
。（
七
三
七
下
）〔
十
四
日
、
月
食
に
よ
り
て
祈
禳
あ
り
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
6
）
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
六
月
。（
東
寺
俊
厳
）
禱
二
月
蝕
一
驗
。
賞
以
二
尊
教
一
。
任
二
法
印
。（
七
三
三
下
）〔
六
月
十
六
日
、
月
食
。

本
朝
高
僧
伝
〕

（
7
）
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
臘
月
十
五
日
。
奉
レ
詔
（
東
寺
定
親
）
祈
二
月
蝕
一
驗
。
以
二
定
宗
一
任
二
權
大
僧
都
一
。（
七
三
五
上
）〔
十
二

月
十
五
日
、
月
食
御
祈
。
本
朝
高
僧
伝
〕
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（
8
）
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
秋
（
仁
和
寺
奝
助
）
祈
二
月
蝕
一
。（
七
四
一
上
）

（
9
）
健
治
二
年
（
一
二
七
六
）
四
月
望
（
醍
醐
寺
定
済
）
禱
二
月
蝕
一
得
レ
驗
。
賞
以
二
定
演
一
任
二
權
僧
都
一
。（
二
三
四
上
）〔
十
五
日
、月
食
。

本
朝
高
僧
伝
〕

（
10
）
健
治
三
年
（
一
二
七
七
）
夏
四
月
（
安
祥
寺
道
宝
）
祈
二
月
蝕
一
而
有
レ
徴
。（
七
三
八
下
）〔
十
五
日
、
月
食
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
11
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
八
月
十
四
日
。（
東
寺
頼
誉
）
祈
二
月
蝕
一
有
レ
驗
。（
七
四
一
下
）〔
十
五
日
、
月
食
〕

（
12
）
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
正
月
既
望
（
十
六
日
）。（
東
寺
頼
誉
）
禱
二
月
蝕
一
不
レ
闕
。（
七
四
一
下
）〔
二
月
十
六
日
、
月
食
〕

（
13
）
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
七
月
。（
仁
和
寺
了
遍
）
禱
二
月
蝕
一
有
レ
驗
。（
七
四
三
下
）

（
14
）
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
冬
十
二
月
月
蝕
。（
東
寺
深
）
寛
祈
不
レ
蝕
。（
七
四
〇
下
）〔
十
二
月
廿
九
日
、
月
食
御
祈
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
15
）弘
安
六
年（
一
二
八
三
）六
月
十
五
日
。
奉
レ
詔（
東
寺
勝
信
）禱
レ
蝕
。
月
不
二
欠
缺
一
。（
七
四
〇
上
）〔
六
月
十
六
日
、月
食
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
16
）
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
四
月
望
（
随
心
院
静
厳
）
祈
二
月
蝕
一
。
得
レ
驗
転
正
（
僧
正
）。（
七
四
二
上
）〔
四
月
十
五
日
、
月
食
。
本
朝

高
僧
伝
〕
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（
17
）
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
九
月
十
五
夜
。
月
有
レ
蝕
之
。
勅
レ
（
東
寺
守
）
助
加
持
。
臨
レ
時
雲
覆
。（
七
四
〇
下
）

（
18
）
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
冬
月
食
。（
東
寺
深
寛
）
又
詔
加
持
。
法
驗
如
レ
前
。
賞
転
レ
正
（
僧
正
）。〔
十
月
十
五
日
、月
食
。
本
朝
高
僧
伝
〕

（
19
）
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
正
月
既
望
（
一
六
日
）。
月
有
レ
食
之
。
奉
レ
勅
（
醍
醐
寺
覚
済
）
加
持
。
陰
雲
厚
覆
。
使
二
蝕
不
一レ
見
。

賜
二
綸
旨
一
曰
。
所
レ
勤
者
一
字
金
輪
之
修
法
也
。
所
レ
感
者
九
重
紫
禁
之
睿
襟
也
。（
七
四
二
下
）〔
正
月
十
五
日
、
月
食
に
依
り
、
南
殿

に
於
て
御
読
経
を
行
う
。〕

（
20
）
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
正
月
元
宵
月
蝕
。（
醍
醐
寺
覚
済
）
禱
得
二
法
徴
一
。（
七
四
二
下
）〔
正
月
十
五
日
、
月
食
〕

（
21
）
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
八
月
朔
日
。（
東
寺
実
宝
）
祈
レ
蝕
承
二
法
驗
賞
一
。（
七
四
一
下
）

（
22
）
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
七
月
望
有
レ
蝕
之
。
奉
レ
勅
（
随
心
院
静
厳
）
修
法
。
得
二
驗
感
賞
一
。
賜
二
綸
綍
一
。（
七
四
二
上
）

（
23
）
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
八
月
十
三
夜
。（
東
寺
実
宝
）
加
二―
持
月
食
一
。
又
得
二
法
徴
一
。
帝
（
伏
見
）
賞
教
杲
任
二
權
大
僧
都
一
。（
七

四
一
下
）〔
九
月
十
三
日
、
月
食
御
祈
〕

（
24
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
秋
八
月
（
東
寺
守
瑜
）
加
二―
持
月
蝕
一
。
即
時
得
レ
驗
。
詔
領
二
寺
務
一
。
挙
二
于
護
持
僧
一
。（
七
四
二
下
）
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（
25
）
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
十
月
。（
東
寺
成
慧
）
加
二―
持
月
蝕
一
。
得
レ
驗
受
レ
賞
。（
七
四
四
上
）〔
十
五
日
、
月
食
。
御
祈
〕

（
26
）
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
四
月
望
夜
。（
東
寺
公
紹
）
奉
レ
勅
禱
レ
蝕
。
俄
雨
不
レ
見
。
賞
二―
任
權
僧
正
一
。（
七
四
五
上
）〔
四
月
十
五
日
、

月
食
御
祈
あ
り
〕

（
27
）
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
十
月
。（
東
寺
成
慧
）
加
二―
持
月
蝕
一
。
都
人
見
レ
円
。
他
国
看
レ
缺
。
華
夷
奇
嘆
。
有
レ
議
。
還
二―
任
旧
官
一
。

（
二
年
七
月
。
有
レ
故
黜
二―
貶
僧
正
一
）（
七
四
四
上
）〔
十
月
十
五
日
、
月
食
御
祈
〕

（
28
）
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
九
月
（
東
寺
公
紹
）
祈
二
月
蝕
一
。
不
レ
得
レ
驗
。
辞
二
僧
職
一
。
詔
不
レ
許
。（
七
四
五
上
）〔
九
月
十
四
日
、月
食
、

御
祈
あ
り
〕

（
29
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
五
月
望
夜
。（
東
寺
実
海
）
禱
二
月
蝕
一
隠
二
缺
影
一
。（
七
四
四
下
）〔
五
月
十
五
日
、
月
食
〕

（
30
）
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
三
月
十
五
日
。（
東
寺
弘
舜
）
祈
二
月
蝕
一
。
有
二
法
驗
一
。
朝
賞
任
二
權
僧
正
一
。（
七
四
六
上
）〔
三
月
十
六
日
、

月
食
〕

（
31
）
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
秋
七
月
既
望
。（
醍
醐
寺
道
順
）
禱
二
月
蝕
一
得
二
法
驗
一
。
是
秋
転
二
大
僧
正
一
。（
七
四
五
上
）〔
七
月
十
六
日
、

月
食
〕
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（
32
）
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
九
月
十
五
日
。（
東
寺
実
弘
）
祈
二
月
蝕
一
。
当
二
其
時
一
浮
雲
覆
レ
月
。
賞
賜
二
綸
綍
一
。（
七
四
五
下
）〔
九

月
十
五
日
、
月
食
、
東
寺
長
者
僧
正
実
弘
を
し
て
、
之
を
祈
禳
せ
し
む
〕

（
33
）
延
文
二
年
（
一
三
六
七
）
七
月
四
日
。
奉
レ
勅
（
東
寺
定
憲
）
禱
二
月
蝕
一
。
得
二
法
驗
一
。（
七
五
〇
下
）〔
七
月
十
四
日
、月
食
、北
朝
御
祈
〕

　
以
上
の
資
料
を
一
覧
表
に
し
て
掲
げ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

時
　
　
　
期

修
法
者

場
　
所

修
　
法

応
　
驗

恩
　
賞

備
　
考

典
　
拠

（
1
）
承
久
元
（
一
二
一
九
）
仲
冬
望

夜

仁
和
寺
道
尊

一
字
金
輪
法

七
二
七
下

（
2
）
延
応
元
（
一
二
三
九
）
季
秋

東
寺
覚
教

祈

得
驗

阿
闍
梨
一
人
東
寺

神
護
・
高
野

七
三
一
下

（
3
）
寛
元
四
（
一
二
四
六
）
正
月

東
寺
実
賢

祈

有
徴

七
三
三
上

（
4
）
宝
治
元
（
一
二
四
七
）
五
月

東
寺
実
賢

禱

驗

伴
僧
二
人
清
滝

宮

七
三
三
上

（
5
）
建
長
四
（
一
二
五
二
）
八
月

十
四
夜

東
寺
道
乗

禱

有
驗

仁
教
敍
法
印

公
聖
為
權
大
僧

都

七
三
七
下

（
6
）
建
長
六
（
一
二
五
四
）
六
月

東
寺
俊
厳

禱

驗

尊
教
任
法
印

七
三
三
下

（
7
）
建
長
六
（
一
二
五
四
）
臘
月

十
五
日

東
寺
定
親

祈

驗

定
宗
任
權
大
僧

都

七
三
五
上

（
8
）
文
永
八
（
一
二
七
一
）
秋

仁
和
寺
奝
助

祈

七
四
一
上
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（
9
）
建
治
二
（
一
二
七
六
）
四
月
望

醍
醐
寺
定
済

禱

得
驗

定
演
任
權
僧
都

二
三
四
上

（
10
）
建
治
三
（
一
二
七
七
）
夏
四
月

安
祥
寺
道
宝

祈

有
徴

七
三
八
下

（
11
）
弘
安
元
（
一
二
七
八
）
八
月

十
四
日

東
寺
頼
誉

祈

有
驗

七
四
一
下

（
12
）
弘
安
二
（
一
二
七
九
）
正
月
既

望

東
寺
頼
誉

禱

不
闕

七
四
一
下

（
13
）
弘
安
五
（
一
二
八
二
）
七
月

仁
和
寺
了
遍

禱

有
驗

七
四
三
下

（
14
）
弘
安
五
（
一
二
八
二
）
冬
十
二

月

東
寺
深
寛

祈

不
蝕

七
四
〇
下

（
15
）
弘
安
六
（
一
二
八
三
）
六
月

十
五
日

東
寺
勝
信

禱

不
欠
缺

七
四
〇
上

（
16
）
弘
安
九
（
一
二
八
六
）
四
月
望

随
心
院
静
厳

祈

得
驗

転
僧
正

七
四
二
上

（
17
）
弘
安
九
（
一
二
八
六
）
九
月

十
五
夜

東
寺
守
助

加
持

臨
レ
時

七
四
〇
下

（
18
）
弘
安
九
（
一
二
八
六
）
冬

東
寺
深
寛

加
持

七
四
〇
下

（
19
）
正
応
三
（
一
二
九
〇
）
正
月
既

望

醍
醐
寺
覚
済

一
字
金
輪
法

蝕
不
見

九
重
紫
禁
之
睿
襟

七
四
二
下

（
20
）
正
応
四
（
一
二
九
一
）
正
月
元

宵

醍
醐
寺
覚
済

祈

得
法
驗

七
四
二
下

（
21
）
正
応
四
（
一
二
九
一
）
八
月
朔

日

東
寺
実
宝

祈

法
驗

七
四
一
下

（
22
）
正
応
六
（
一
二
九
三
）
七
月
望

随
心
院
静
厳

修
法

得
驗

賜
綸
綍

七
四
二
上

（
23
）
永
仁
元
（
一
二
九
三
）
八
月

十
三
夜

東
寺
実
宝

加
持

得
法
徴

教
杲
任
權
大
僧

都

七
四
一
下
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（
24
）
正
安
元
（
一
二
九
九
）
秋
八
月

東
寺
守
瑜

加
持

即
時
得
驗

領
寺
務
。
挙
護

持
僧

七
四
二
下

（
25
）
嘉
元
二
（
一
三
〇
四
）
十
月

東
寺
成
慧

加
持

得
驗

受
賞

七
四
四
上

（
26
）
嘉
元
三
（
一
三
〇
五
）
四
月
望

夜

東
寺
公
紹

禱

俄
雨
不
見

任
權
僧
正

七
四
五
上

（
27
）
嘉
元
三
（
一
三
〇
五
）
十
月

東
寺
成
慧

加
持

都
人
見
円
、
他

国
看
缺

還
二
任
旧
官
一（
僧

正
）

二
年
七
月
有
故
黜
二―
貶
僧
正
一

七
四
四
上

（
28
）
徳
治
元
（
一
三
〇
六
）
九
月

東
寺
公
紹

祈

不
得
驗

辞
僧
職
詔
不
許

七
四
五
上

（
29
）
正
和
二
（
一
三
一
三
）
五
月
望

夜

東
寺
実
海

禱

隠
缺
影

七
四
四
下

（
30
）
正
和
四
（
一
三
一
五
）
三
月
十
五

日

東
寺
公
舜

祈

法
驗

任
權
僧
正

七
四
六
上

（
31
）
元
応
元
（
一
三
一
九
）
秋
七
月

既
望

醍
醐
寺
道
順

禱

法
驗

転
大
僧
正

七
四
五
上

（
32
）
元
亨
二
（
一
三
二
二
）
九
月

十
五
日

東
寺
実
弘

祈

浮
雲
覆
月

賜
綸
綍

七
四
五
下

（
33
）
延
文
二
（
一
三
五
七
）
七
月
四

日

東
寺
定
憲

禱

得
法
驗

七
五
〇
下

　
以
上
の
よ
う
に
月
蝕
の
記
録
は
あ
る
が
、
旱
魃
・
彗
星
・
日
蝕
の
記
録
と
比
較
し
、
そ
の
初
見
は
も
っ
と
も
遅
い
。
し
か
し
継
続
的
に

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　（
二
）
発
生
の
時
期
と
修
法
者

　
は
じ
め
に
発
生
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
全
三
十
三
回
を
月
別
に
示
す
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
月
　
四
回
　
　
　
二
月
　
〇
回
　
　
　
三
月
　
一
回
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四
月
　
四
回
　
　
　
五
月
　
二
回
　
　
　
六
月
　
二
回

　
七
月
　
四
回
　
　
　
八
月
　
五
回
　
　
　
九
月
　
四
回

　
十
月
　
二
回
　
　
十
一
月
　
一
回
　
　
十
二
月
　
二
回

　
秋
（
七
・
八
・
九
月
）　
一
回

　
冬
（
十
・
十
一
・
十
二
月
）　
一
回

　
こ
の
よ
う
に
八
月
の
五
回
が
も
っ
と
も
多
く
、つ
ぎ
が
一
・
四
・
七
・
九
月
の
四
回
で
あ
る
。
ま
た
十
五
日
（
望
）
が
十
一
回
、十
六
日
（
既

望
）
が
三
回
、
十
四
日
が
二
回
あ
る
が
、
こ
れ
は
十
五
日
（
望
）
を
中
心
に
発
生
し
、
こ
れ
を
合
計
す
る
と
十
六
回
に
も
の
ぼ
り
、
約
半

分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
修
法
者
を
寺
院
別
に
掲
げ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
東
寺
　
二
十
三
人
　
　
醍
醐
寺
　
四
人

　
仁
和
寺
　
三
人
　
　
　
随
心
院
　
二
人

　
安
祥
寺
　
一
人

　
こ
の
よ
う
に
東
寺
関
係
者
が
約
三
分
の
二
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
二
回
修
法
し
て
い
る
も
の
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

八
人
い
る
。

　
東
寺
　
実
賢
　
頼
誉
　
深
寛
　
実
宝
　
成
慧
　
公
詔

　
醍
醐
寺
　
覚
済
　
　
随
心
院
　
静
厳

　
　
　（
三
）
修
法
の
場
所
と
方
法

　
修
法
の
場
所
に
つ
い
て
の
記
録
は
皆
無
で
あ
る
。
あ
る
い
は
所
住
の
寺
院
で
修
法
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
修
法
に
つ
い
て
も
具

体
的
に
記
し
た
も
の
は
二
件
で
、
他
は
抽
象
的
な
表
記
の
た
め
明
ら
か
で
な
い
。
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い
ま
示
す
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
字
金
輪
法
　
二
（
仁
和
寺
道
尊
、
醍
醐
寺
覚
済
）

　
加
持
　
六
（
東
寺
守
助
。
深
寛
。
実
宝
・
守
瑜
・
成
慧
〈
二
回
〉）

　
修
法
　
一
（
随
心
院
静
厳
）

　
禱
　
十
一
（
東
寺
実
賢
・
道
乗
・
俊
厳
・
頼
誉
・
勝
信
・
公
紹
・
実
海
・
定
賢
、
醍
醐
寺
定
清
・
道
順
、
仁
和
寺
了
遍
）

　
祈
　
十
三
（
東
寺
覚
教
・
実
賢
・
定
親
・
頼
誉
・
深
寛
・
実
宝
・
公
紹
・
公
舜
・
実
弘
、
仁
和
寺
奝
助
、
醍
醐
寺
覚
済
、
安
祥
寺
道
宝
、

随
心
院
静
厳
）

　
　
　（
四
）
修
法
の
応
驗
と
恩
賞

　
ま
ず
修
法
の
応
驗
に
つ
い
て
は
、
資
料
一
覧
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
記
録
が
な
い
も
の
が
三
件
あ
る
が
、
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
甚

だ
抽
象
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
多
種
多
様
に
わ
た
っ
て
い
る
。
い
ま
大
ま
か
に
纏
め
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
得
法
驗
（
即
時
得
驗
、
得
驗
、
法
驗
、
有
驗
、
驗
）
十
七

　
有
徴
（
得
法
徴
）
三

　
不
蝕
（
不
闕
、
不
欠
缺
）
三

　
蝕
不
見
（
俄
雨
不
見
、
隠
缺
影
、
浮
雲
覆
月
）
四

　
臨
時
　
一

　
都
人
見
円
他
国
看
缺
　
一

　
不
得
驗
　
一

　
無
記
録
　
三

　
ま
た
修
法
に
対
す
る
恩
賞
に
つ
い
て
は
無
記
録
が
非
常
に
多
く
十
五
件
に
も
登
っ
て
い
る
。
ま
た
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
つ
ぎ
に
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示
す
よ
う
に
修
法
者
自
身
と
、
関
係
者
へ
の
分
与
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
修
法
者

　
転
大
僧
正
　
一
人
　
醍
醐
寺
道
順

　
転
僧
正
　
　
一
人
　
随
心
院
静
厳

　
任
權
僧
正
　
二
人
　
東
寺
公
紹
・
公
舜

　
領
寺
務
、
挙
護
持
僧
　
一
人
　
東
寺
守
瑜

　
賜
綸
綍
　
二
人
　
随
心
院
静
厳
　
東
寺
実
弘

　
受
賞
　
　
一
人
　
東
寺
成
慧

　
還
任
旧
官
　
一
人
　
東
寺
成
慧

　
辞
僧
職
詔
不
許
　
一
人
　
東
寺
公
紹

　
阿
闍
梨
（
東
寺
・
神
護
寺
・
高
野
）　
各
一
人
　
東
寺
覚
教

　
　
関
係
者
へ
の
分
与

　
東
寺
道
乗
　
仁
教
敍
法
印
　
公
聖
為
權
大
僧
都

　
東
寺
俊
厳
　
尊
教
任
法
印

　
東
寺
定
親
　
定
宗
任
權
僧
正

　
醍
醐
寺
定
清
、
定
演
任
權
僧
正

　
東
寺
実
宝
　
教
杲
任
權
大
僧
都

　
応
驗
に
対
す
る
恩
賞
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
嘉
元
三
年
十
月
に
お
け
る
東
寺
成
慧
の
「
還
任
旧
官
」
に
つ
い
て
は
、「（
嘉
元
）

二
年
七
月
有
故
黜
貶
僧
正
」
と
あ
り
、
何
等
か
の
事
情
で
前
年
の
七
月
に
僧
正
を
黜
貶
＝
罷
免
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
旧
官
＝
僧
正
に
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還
任
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
徳
治
元
年
九
月
に
お
け
る
東
寺
公
紹
の
「
辞
僧
職
詔
不
許
」
は
、
月
蝕
の
修
法
に
お
い
て
驗
が
な
か
っ
た
の
で
、
僧
職
を
辞
退
し

よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
、
詔
に
よ
っ
て
許
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
五
　
修
法
者
の
併
修
活
躍
と
併
用
さ
れ
た
修
法

　
旱
魃
・
彗
星
・
日
蝕
・
月
蝕
に
お
け
る
修
法
者
の
活
躍
と
そ
の
修
法
に
つ
い
て
は
、
前
に
災
害
毎
に
一
覧
を
作
り
、
そ
の
実
状
に
つ
い

て
も
論
じ
た
が
、
こ
れ
ら
の
災
害
の
い
く
つ
か
に
わ
た
り
修
法
し
活
躍
し
た
修
法
者
と
併
用
さ
れ
た
修
法
も
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
改
め
て

一
覧
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
い
く
つ
か
に
わ
た
り
修
法
活
躍
し
た
修
法
者
の
一
覧
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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旱　魃 彗　星 日　蝕 月　蝕

醍　勝覚（2回） 醍　勝覚

仁　寛助 仁　寛助

延　行玄（2回） 延　行玄

仁　道宝（2回） 仁　道宝

仁　道尊 仁　道尊

東　親厳（2回） 東　親厳（2回）

仁　道助 仁　道助

東　覚教 東　覚教

東　実賢 東　実賢（2回）

東　俊厳（2回） 東　俊厳

東　定親 東　定親 東　定親

仁　隆澄 仁　隆澄

安　道宝 安　道宝

仁　奝助（2回） 仁　奝助 仁　奝助

醍　定清 醍　定清

随　静厳 随　静厳

東　公紹 東　公紹（2回）

東　成慧 東　成慧

東　定憲 東　定憲

※醍＝醍醐寺、仁＝仁和寺、東＝東寺、安＝安祥寺、随＝随心院、延＝延暦寺
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ま
た
併
用
さ
れ
た
修
法
名
を
示
す
と
上
の
一
覧
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　
旱
魃
・
彗
星
・
日
蝕
・
月
蝕
な
ど
の
気
象
現
象
に
関
す
る
資
料
を
『
本
朝
高
僧
伝
』
か
ら
抽
出
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
一
覧
を
掲
示
し
て
、
そ
の
発
生
時
期
と
、
そ
れ
ら
の
災
害
に
如
何
様
に
対
処
し
た
か
、

そ
の
実
状
と
問
題
点
を
述
べ
た
。
ま
た
最
後
に
修
法
者
の
併
修
活
躍
と
、
併
用
さ
れ
た
修
法
名
の
一

覧
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
た
。
こ
れ
ら
の
殆
ど
は
十
科
に
分
類
さ
れ
た
感
進
の
項
目
に
あ
る
。

　
　〔
補
　
記
〕

　
祈
雨
・
止
雨
・
地
震
・
暴
風
な
ど
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
を
追
記
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）（
三
井
行
円
）
嘗
与
二
小
野
仁
海
僧
正
一
奉
レ
詔
祈
レ
雨
。（
仁
）
海
公
修
二
請
雨
経
法
一
。（
行
）

円
修
二
水
天
供
一
。
至
二
第
三
日
一
。
甘
雨
大
澍
。
人
賀
二
海
所
一
。
海
曰
。
非
二
我
法
驗
一
。
是（
行
）

円
公
法
供
之
雨
也
（
六
八
〇
下
）

（
2
）（
勧
修
寺
寛
信
孫
弟
成
実
）
建
暦
・
建
保
間
。
修
二
請
雨
経
法
一
有
二
効
驗
一
。（
一
九
九
下
）

（
3
）
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
夏
五
月
天
久
霖
雨
。
詔
（
円
覚
寺
宗
睿
）
於
二
神
泉
苑
一
修
二
止
雨
法
一
。

不
レ
崇
二
二
七
一
。
雨
止
天
晴
。（
一
三
一
下
）

旱　魃 彗　星 日　蝕 月　蝕

孔雀経法（29回）孔雀経法（4回）

仁王経法（5回） 仁王経法

金輪法 一字金輪法

北斗法 北斗法

七仏薬師法（2回） 七仏薬師法（2回）
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（
4
）
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
夏
。
奉
レ
勅
（
仁
和
寺
定
遍
）
禱
二
雨
於
神
泉
苑
一
。
修
中
得
レ
驗
。（
七
一
五
上
）

（
5
）
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
秋
。
畿
甸
震
。（
延
暦
寺
尊
道
）
修
二
熾
盛
光
法
於
禁
裏
一
。
地
震
即
止
。（
七
五
一
上
）

（
6
）徳
治
三
年（
一
三
〇
八
）正
月
。
後
宇
多
法
皇
。
就
レ（
仁
和
寺
禅
）助
受
二
灌
頂
一
。（
中
略
）入
壇
之
時
。
大
地
震
動
。
天
現
二
光
耀
一
。

満
会
嘆
異
。
皇
情
有
レ
喜
。
賜
二
牛
車
宣
一
。（
七
四
六
下
）

（
7
）
承
和
二
年
（
八
三
五
）
秋
。（
興
福
寺
願
安
）
將
レ
往
二
但
州
一
。
乗
二
舟
湖
水
一
。
及
レ
至
二
中
流
一
。
暴
風
俄
吹
。
逆
波
大
起
。
舟
將
二

傾
覆
一
。
衆
人
恟
懼
。（
願
）
安
独
端
坐
。
黙
二―
念
観
音
一
。
于
レ
時
白
雲
忽
降
。
掩
二
安
之
頂
一
。
雲
中
現
二
金
色
大
悲
之
相
一
。（
願
）

安
及
衆
人
瞻
仰
稽
顙
。
須
臾
猛
風
止
。（
六
四
二
上
）

（
8
）（
年
未
詳
）
興
福
寺
定
昭
一
日
応
レ
詔
赴
二
京
師
一
。
至
レ
渉
二
淀
河
一
。
暴
風
驟
起
。
舟
將
二
漂
覆
一
。
舟
人
恐
懼
。
忽
有
二
童
子
十
人
一
。

従
レ
河
涌
出
。曳
レ
舟
著
レ
岸
。俄
失
二
所
在
一
。見
者
歎
二
未
曽
有
一
。昭
曰
。我
常
誦
二
法
華
一
。故
十
羅
刹
女
加
護
如
レ
斯
。（
六
六
四
下
）

（
9
）（
年
未
詳
）（
書
写
山
平
願
）
口
誦
二
法
華
一
。
一
日
暴
風
。
菴
倒
被
レ
圧
。
誠
心
念
レ
経
。
忽
神
人
来
引
二―
出
願
一
。
而
摩
頂
慰
誘
曰
。

公
衣
二
夙
殃
一
。
今
遭
二
此
患
一
。
由
レ
持
レ
経
。
転
レ
重
為
レ
軽
（
八
五
七
上
）（

彗
星
着
陸
の
日
　
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日
稿
）


